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● JR山手線、西武新宿線「高田馬場駅」下車 徒歩約20分
● 都バス（学バス）「高田馬場駅」発 「早大正門」行き／「早大正門」下車 徒歩1分
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● 東京メトロ東西線「早稲田駅」下車 徒歩5分
● 東京メトロ副都心線「西早稲田駅」下車 徒歩約17分
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関する知識はもちろん必要です。しかし、それ

以上に一人の患者と向き合う姿勢を身につけ

た医師こそが、有能かつ信頼できる医師と言え

るでしょう。法曹もまったく同じです。紙の上

の知識だけでなく、人の「喜び」「苦しみ」「痛み」

を理解できる豊かな人間性を持った法曹、それ

が本研究科の標榜する『挑戦する法曹』の重要

な側面です。

　さらに、法曹の仕事は建築家にたとえること

もできます。建築家が設計図を描き、それにし

たがって必要な資材を集め、建物を作り上げる

のと同じように、法曹は社会の姿を法律や契約

という設計図で描き、社会制度という建物を構

築する役割も担っています。政府や地方自治

体においても、あるいは企業や団体において

も、社会の変化に対応した新しい制度の構築

は、法的知識を備えた専門家によって進められ

ています。その点では、法曹は決してすでに存

在する法を相手にするだけではなく、これから

あるべき社会を構想し、法的な設計図を描き、

社会に発信していくことも求められています。

社会の変化を鋭く感じ、その課題を的確に把

握し、新しい制度のあり方を積極的に打ち出し

てゆく。そうした社会変革の担い手もまた、『挑

戦する法曹』が目指す姿です。

　早稲田大学法科大学院は、創設以来、『挑戦す

る法曹』の輩出をその目的として掲げてきまし

た。本研究科がめざす『挑戦する法曹』とは、常

に社会の変化を敏感に感じ、複雑で多様化した

現代社会のニーズに即応して、様々な課題に敢

然と挑戦し、新たな時代を切り拓く法曹です。

　法曹の仕事の本質は、決して抽象的な法律を

解釈・適用することにあるわけではありません。

法律が適用される状況には、必ず血の通った人

間がいます。人間の身体的な病理を解決するの

が医療であり、それを担うのが医師であるとす

れば、人間が社会的に交流する中で、必然的に

発生する紛争や犯罪を予防・解決するのが法

の役割であり、それを担うのが法曹の仕事で

す。正義と公平を体現する法の担い手として、

日々人間を相手にし、その社会的な病理と向き

合っていると言っても過言ではありません。

　そうした点では、法律的な知識はもちろんの

こと、人間的な力量もまた法曹として備えるべ

き重要な要素です。たとえば、深刻な病気に

なった場合に、どのような医師に相談したいと

思うでしょうか。医師国家試験に優秀な成績で

合格した人でしょうか。それとも、たくさんの

患者を診察し、親身になって面倒を見てくれる

医師でしょうか。答えは明確でしょう。医学に

新たな時代を切り拓く『挑戦する法曹』の育成

ず、学内に大学附設の法律事務所（弁護士法人

早稲田大学リーガル・クリニック）を設け、さら

に早稲田リーガルコモンズ法律事務所との連

携によって、学生自らが現実の法律問題を取り

組む臨床法学（クリニック）の授業が展開され

ています。また、実務現場を学ぶエクスターン

シップでは総計160の法律事務所、官公庁、企
業などの受け入れ機関が用意されています。こ

れらは、法理論的専門性だけでなく、法曹とし

ての事案分析能力など学生の法実務的能力も

発展させることをめざしたものです。

　また、アメリカ合衆国やカナダなどの海外の

名門ロースクールと連携し、学位や法曹受験

資格を取得できる交換留学制度を設け、世界

に活動の場をめざす学生を応援しています。さ

らに、外国の大学からの留学生を多く受け入れ

て共に学ぶなど、学生が豊かな国際性を身に

付けるカリキュラムを設けています。これら

は、文科省の加算プログラムの採択などにお

いて非常に高い評価を得ており、他の法科大

学院にない大きな特徴です。

　本研究科は、司法試験のその先にある「真に

実力を備えた法曹」を養成することを目標とし

ています。広い分野にわたる法的知識、豊かな

人間性、社会に対する鋭い感性。これらを磨き

上げる過程が本研究科での学修となります。

　こうした目的のため、授業学修だけで司法試

験合格レベルまで到達できる教育プログラム

が提供されることはもちろん、国内随一と言え

る企業法務、渉外法務、知的財産法務、租税法

務、環境法務などの様々な法律実務分野を網

羅した科目が用意されています。こうした専門

分野の教育は、44名の専任教員と89名の兼担・
兼任教員の総勢133名にのぼる第一線の研究
者と実務家によって提供され、毎年300以上の
科目クラスが開講されています。これは全国の

法科大学院のなかでも最大級であると自負し

ています。

　さらに、現実の法実務を学ぶ臨床法学教育

は、わが国法科大学院の中でもトップと言って

過言ではありません。現役の実務家（裁判官、

検察官、弁護士）による実務基礎教育のみなら

充実したカリキュラムと実務教育
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　現在、法科大学院制度や司法試験のあり方

は大きく変化しています。2020年には法学部
に法曹コースが設置され、学部3年・法科大学
院2年の5年一貫の法曹教育がスタートしまし
た。さらに2023年からは、法科大学院在学中に
司法試験の受験が可能となりました。しかし、

法科大学院・司法試験の制度がどのように変

わろうとも、早稲田大学法務研究科が司法試

験合格のその先を見すえた教育の場であるこ

とに、いささかの変化もありません。一人ひと

りの学生を手塩にかけて育成し、『挑戦する法

不動の理念を実現

早稲田大学大学院法務研究科
研究科長／教授

古谷 修一

金」をはじめとして、多彩な奨学金制度を設け、

学生の学修を経済的にサポートしています。ま

た、環境面でも、自習室が完備され、すべての学

生が集中して学修できる環境にあります。さら

に日本有数の質と量を誇る図書館には豊富な

学術資料が蓄積されるとともに、インターネッ

ト上の「法科大学院教育研究支援システム」や

充実した各種データベースを活用することに

より、時間と場所を問わず、判例・文献・ 教材等
の情報にアクセスすることができます。加えて、

司法試験合格後のキャリアサポートも充実し

ています。裁判官・検察官への任官希望者の支

援のほか、本学出身の先輩法曹で組織される

「稲門法曹会」との連携によって、就職支援の体

制を構築しています。とりわけ、法曹の世界に

多くの女性を送り出す目的から、本研究科では

女性法曹輩出プログラムを導入し、社会で活躍

している女性法曹の講演会や交流会による意

識啓発、子育て中の女子学生に対するサポート

強化などを行っています。

　本研究科は、学生が『挑戦する法曹』となるた

めの充実した学修・生活サポート体制を提供し

ています。

　まず、学修サポート面では、本研究科の特色

ある仕組みとして、本研究科を修了して法曹と

なった総勢70名を超えるOB・OGが中心となっ
て、学生の日々の学修指導や司法試験準備の

ための個別相談などを行う「アカデミック・ア

ドバイザリ－制度」を挙げることができます。ア

カデミック・アドバイザー（AA）は多様な学生
一人ひとりの実情にあった学びの質を高める

ため、学修面、生活面等で個別にきめ細やかな

サポートができる体制をとっています。たとえ

ば、未修者で進学してきた学生の皆さんには、

AAによる「パートナー制度」が提供され、また
留学予定者には留学経験者による留学AA制
度も設けられています。加えて、在学中はもち

ろん修了後も特別研修生として受け入れ、引き

続き大学の施設を利用しながら、AAによる指
導が受けられます。

　経済的な側面では、給付型の「稲門法曹奨学

充実したサポート体制

曹』を広く日本・世界に輩出すること、これは本

研究科の不動の理念であり、研究科を支える

教職員は一丸となってこの理念を実現してゆ

きたいと考えています。

02INTRODUCTION



1 P05

　未修者・既修者にかかわらず、法の世界の
プロフェッショナルへと導くために、全国の
法科大学院でも最多の300以上の科目クラス
を設置。法律基本科目の理解を基軸に、進級に
合わせ段階的にその学修を深めながら、各人
がめざす法曹像を実現するため、高い専門性
と実務能力を伸ばします。

カリキュラム
専門性と実務能力を高める300以上の科目クラス

2 P09

　リーガル・クリニックは、弁護士である実務
家教員と研究者教員とともに現実の法律相
談を受け、生きた法に触れることができます。
また、エクスターンシップは、法実務の現場に
学生を派遣することで、生の法曹の仕事を体
験することができます。

リーガル・クリニック、エクスターンシップ
法実務の現場で生きた法に触れる

3 P11

　東京専門学校法律学科の設立以来、全国に
多くの優秀な法曹を輩出してきた伝統と実績
を背景に稲門法曹会が設立されました。世代
や地域を超えた広い交流の場を提供し、築い
た人脈を継続、拡大できるよう本研究科と法
務教育研究センターが緊密に連携し法学教
育サポートを行っています。

稲門法曹のネットワーク
世代や地域を超えて交流を深める

4 P13

　アメリカ、カナダなどの名門大学のロース
クールや台湾の司法官学院などと学生交換
協定を持ち、国際的な学びを提供しています。
LL.M.（法学修士）コースを修了することで、将
来的にアメリカの司法試験に挑戦することが
可能です。

交換留学制度
グローバルに活躍できる法曹をめざして

5 P15 

　多様なバックグラウンドに応じた多彩な経
済的サポート体制を整えています。「稲門法曹
奨学金」を始めとする多数の充実した奨学金
が用意されており、安心して学修に励むこと
ができます。さらに本研究科は 厚生労働省よ
り「専門実践教育訓練指定講座」の指定を受
けています。

奨学金制度
司法試験合格への道のりを経済的にサポート

6 P16

　本研究科を修了し、司法試験に合格した総
勢80名を超える先輩方が学修相談に応じま
す。一人ひとりのバックグラウンドに応じた
きめ細やかな学修支援・相談を行い、在学生
や修了生を強力にサポートします。

学修サポート制度
若手弁護士が一人ひとりの学修をサポート

7 P17

　各分野のエキスパートである研究者教員
や法律現場の最前線で活躍する裁判官、検察
官、弁護士教員を多数擁しています。段階的、
重層的教育システムにより、法律の基礎を
しっかりと身につけるとともに、理論が実際
の現場でどのように解釈され活用されるのか
を学びます。

教授陣
第一線の研究者と実務家を擁する

目次

P21 キャリア支援

P22 施設・環境

P23 在学生・修了生メッセージ

P25 2024年度入試概要

P26 2024年度入学者選抜試験要項

140年の伝統を紡ぎ、時代を切り拓く。新たな「挑戦する法曹」を。

早稲田大学法科大学院 7つの強み
未修者・既修者にかかわらず、法の世界のプロフェッショナルへと導くために、

多彩な専門科目と手厚いサポート体制を用意。

創立以来、多くの法曹を輩出してきた伝統と実績を背景に、

培われてきた学修環境が整っています。
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国内最多クラスを誇る豊富な教授陣と実践的なカリキュラムを有する早稲田ならではの充実した学びが、
司法試験合格および目標とする法曹への未来へと導きます。

カリキュラム

専門性と実務能力を高める
300以上の科目クラス

3年次在学中に司法試験受験が可能になります

実践的で豊富な学びが未来へ導く

段階的に身につける学びの流れ

　これまで司法試験の受験資格を得るには、法科大学院
の修了を待たねばなりませんでしたが、計画的な単位修
得を行うことで、法科大学院3年次在学中の受験も可能に
なりました。本研究科では、在学中の司法試験受験に対応
できるように充実したカリキュラムが組まれています。

■受験資格
（１） 法科大学院の課程に在学していること。
（２） 司法試験が実施される年の

 3/31までに所定科目単位※を修得していること。
（３） 司法試験が実施される4/1から1年以内に

 法科大学院の修了要件を満たさないことが明らかでないこと。

※法律基本科目の基礎科目：３０単位以上、法律基本科目の応用科目：１８単位以上、
　展開・先端科目の選択科目：４単位以上

1年次

従
　
来

新
制
度※

2年次 3年次 修了後1年目 修了後2年目

3年次在学中に
受験できるので、
従来より約1年早く
法曹資格を
取得できます。

司法試験受験までの流れ

※2023年（令和5年） 司法試験から実施

法科大学院

法科大学院

司法修習
司
法
試
験

司法修習
司
法
試
験

司法試験から司法修習までの期間、司法修習生・法曹になるための継続教育と
法実務家を主に対象とした高度の専門性を身につけるためのリカレント教育を実施します。

　従来の要件事実教育、コモンズ・エクスターンシップ、
リーガル・クリニックなどの実務実習教育をより実践的に
行い、司法修習に入る前に実務的感覚や法実務への関心と
意識を高め、即戦力となりうる法曹の育成プログラムです。

実践的実務教育プログラム

　主に法実務家が参加できる講座やセミナーなどを実
施し、実務能力と専門知識を深化させ、今後の法実務で
の活動を向上させるプログラムです。

リカレント教育プログラム

　法曹になった後に、修了生が高度の専門性を身に
つけ、または研究者をめざし、その研究成果を公表する
場として紀要『早稲田大学法務研究論叢』を公刊して
います。

法務研究論叢＝研究成果公表の場の創設

修了後の学び
継続教育プログラム

1年次
法律基本科目と実務系基礎科目の確実な理解と定着

法曹に必要なマインドの涵養

2年次
法律基本科目の発展的理解と定着

3年次
事案分析能力・法的討論能力の向上
法曹に必要な思考力や判断力を養成

必修科目

法律基本科目 実務系基礎科目

共通選択科目

展開・先端科目 その他

必修科目

法律基本科目

共通選択科目

展開・先端科目（司法試験選択科目）

必修科目

実務系基礎科目

共通選択科目

展開・先端科目 法律基本科目応用演習 その他

1年次・3年次に履修する選択必修科目では、
法律基本科目では学修できない
専門的な知識を身につけたり、

法実務への理解を高めたりすることができます。

実務系基礎科目

基礎法

外国法基礎

国際関係基礎

隣接科目

臨床法学教育（リーガル・クリニック）

エクスターンシップ

選択必修科目

設置科目一覧　※2024年度以降に一部変更となる場合があります

科目群 科目群年次／授業名 年次／授業名 科目群 年次／授業名 科目群 年次／授業名

必修科目

選択必修科目

共通選択科目

▲ 1年次

ビジネス法務特講

司法制度の基礎理論

法史学I（日本）

法史学II（ヨーロッパ）

法社会学

法哲学

法思想史

▲ 1年次

外国法基礎（英米法）

外国法基礎（ドイツ法）

外国法基礎（フランス法）

外国法基礎（EU法）

外国法基礎（中国法）

▲ 2年次

留学準備講座

▲ 1年次

法医学

法と経済学

法律家のための会計学

法整備支援活動

▲ 3年次

法と心理学

▲ 1年次

法実務入門

リーガルライティング

臨床法学教育（基礎）

▲ 3年次

民事弁護実務

家事実務

刑事弁護実務

実務家族法

臨床法学教育（民事クリニック） 
　　　　※家事・ジェンダー含む

臨床法学教育（行政）

臨床法学教育（労働）

臨床法学教育（刑事）

臨床法学教育（外国人）

臨床法学教育（障害法）

リーガル・カウンセリング アンド ネゴシエーション

裁判外紛争処理

民事法総合研究

刑事法総合研究

民事実務演習

模擬裁判（民事）

模擬裁判（刑事）

エクスターンシップ

コモンズ・エクスターンシップ

労働訴訟実務の基礎

▲ 1年次

憲法I

憲法II

民法I

民法II

民法III

民法IV

民法V

刑法I

刑法II

基礎会社法I

基礎会社法II

基礎民事訴訟法

基礎刑事訴訟法

▲ 2年次

憲法総合

民法総合I

民法総合II

民法総合III

刑法総合I

刑法総合II

会社法総合I

会社法総合II

会社法総合III

行政法

行政法総合

民事訴訟法総合I

民事訴訟法総合II

民事訴訟法総合III

刑事訴訟法総合I

刑事訴訟法総合II

▲ 1年次

法曹倫理

▲ 3年次

民事訴訟実務の基礎I

民事訴訟実務の基礎II

刑事訴訟実務の基礎I

刑事訴訟実務の基礎II

法曹倫理

▲ 2年次

■民事系

倒産法I

倒産法II

■公法系

租税法I

租税法II

■商事系

独占禁止法I

独占禁止法II

■先端・展開系

特許法

著作権法

労働法I　

労働法II　

環境法I

環境法II

■国際関係系

国際関係法（公法）I

国際関係法（公法）II

国際関係私法I（国際取引法）

国際関係私法II（国際私法）

国際関係私法III（国際民事訴訟法）

▲ 1年次

■外国法演習

外国法演習（英米法）

外国法演習（フランス法）

外国法演習（中国法）

■国際関係系

国際関係公法基礎

Comparative Financial Law

Comparative Family Law

■先端・展開系

医療と法

ジェンダーと法I

ジェンダーと法II

トランスナショナル・プログラム

■基礎法演習

法史学特殊問題

■その他

ペーパー・オプション

▲ 3年次

■民事系

不動産法特殊講義

消費者法

信託法

金融担保法

民事執行・保全法

倒産法演習

スポーツ・エンターテインメント法

事業再生の実務

■刑事系

ドイツ刑法

比較刑事手続

刑事政策

犯罪学

少年法

修復的司法

経済刑法

■公法系

公務員法

自治体紛争法

都市と法

行政紛争特別講義

租税政策

資産税法

国際租税法

情報法I

情報法II

■商事系

企業統治と企業金融

企業再編特論

資本市場法

企業会計法特論

非公開企業法

国際運送法

保険契約法

保険争訟論

経済法演習I

経済法演習II

外国独占禁止法I

外国独占禁止法II

■国際関係系

国際法演習

国際人権法

国際民事訴訟法演習

国際私法演習

国際取引法演習

国際取引法上級演習

国際ビジネス法務演習

国際金融法

国際商事仲裁法

■先端・展開系

労働法演習

医事法I

医事法II

子供と法

社会保障法

社会保障法演習

電子商取引法

不正競争防止法・商標法

著作権等紛争処理法

特許紛争処理法

知的財産法演習

国際知的財産法

比較知的財産法

出願実務と権利の活用

知的財産訴訟の実務

環境法演習

TMI総合法律事務所寄附講座
　「ビジネス法務の最先端実務」

■その他

研究論文指導I・II

▲ 3年次

民法応用演習

民事手続法応用演習

商法応用演習

刑法応用演習

刑法手続法応用演習

憲法応用演習

行政法応用演習

▲ 1年次

民法入門演習

刑法入門演習I

刑法入門演習II

民事訴訟法入門演習

刑事訴訟法入門演習

▲ 3年次

家族法特殊講義

商法総則・商行為法

手形・小切手法

捜査法

刑事証拠法

▲ 1年次

法曹の仕事を知る

実
務
系
基
礎

実
務
系
基
礎

自由科目

展
開
・
先
端（
司
法
試
験
選
択
科
目
以
外
）

（
司
法
試
験
選
択
科
目
以
外
）

展
開
・
先
端

（
法
律
基
本﹇
応
用
﹈）

法
律
基
本
科
目
応
用
演
習

（
法
律
基
本﹇
基
礎
﹈）

そ
の
他

（
法
律
基
本﹇
応
用
﹈）

そ
の
他

展
開
・
先
端（
司
法
試
験
選
択
科
目
以
外
）

展
開
・
先
端（
司
法
試
験
選
択
科
目
）

展
開
・
先
端（
司
法
試
験
選
択
科
目
以
外
）

隣
接

実務系
基礎

外国法
基礎

基
礎
法

法律基本［応用］

法
律
基
本﹇
応
用
﹈

実
務
系
基
礎

法
律
基
本﹇
応
用
﹈

法
律
基
本

﹇
基
礎
﹈

法
律
基
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基
礎
﹈

外
国
法
基
礎
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充実したカリキュラムと授業──「挑戦する法曹」を一人でも多く早稲田から。

早稲田大学大学院法務研究科
教務担当 教務主任／教授

秋山 靖浩

早稲田大学大学院法務研究科 教務担当からのメッセージ

性が求められるとともに、それを実務の現場で活かすための能
力も必要とされています。これを受けて、本研究科では、高度な
専門知識が得られる多様な選択科目を開講するとともに、リー
ガル・クリニックやエクスターンシップ等の充実した実務教育
体制、弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックや早稲田
リーガルコモンズ法律事務所によって提供されるプログラム、
海外のトップクラスのロースクールとの提携に基づく交換留
学制度などを設けています。
　そして、本研究科の授業を担当するのは、司法試験委員や第
一線で活躍する実務家を含む、各分野の第一人者であり経験
豊かで熱意を持った教授・講師陣です。教員一同、皆さんの学
びを全力でサポートします。
　早稲田の充実したカリキュラムと授業のもとで学んで、皆さ
んもぜひ、「挑戦する法曹」としてご活躍ください。

　本研究科は、多様化し変動する現代社会の課題に正面から
立ち向かい、新たな時代を切り拓くために努力と情熱を惜しま
ない、「挑戦する法曹」を輩出することを目的としています。この
目的のために、充実したカリキュラムと授業を用意しています。
　まず、司法試験に合格するために、学生の理解度に合わせて
段階的に学べるカリキュラムを設けて、在学中の司法試験受験
までに司法試験科目を効果的に学べる体制を整えています。こ
れにより、学部3年・法科大学院2年の5年一貫法曹養成制度に
も対応済みです。加えて、本研究科には、未修者からも多数の
法曹を輩出してきた伝統があり、未修者に対する教育とサポー
トも充実しています。さらに、他の法科大学院には見られない
特徴的な取り組みとして、多くの女性法曹を早稲田から輩出す
るプロジェクトにも力を入れています。
　次に、多様化し変動する現代社会で、法律家には、高い専門

行政救済法の骨組みの理解から
個別法解釈の力の涵養を目指します

　行政法は、既修者でも初めて学ぶ学生が

大勢いる科目ですので、基本的な概念や制

度について基本から説明します。「行政法総

合」では、行政事件訴訟法、行政不服審査法、

国家賠償法のいわゆる行政救済３法の解説

が中心となります。同時に、初見の法令や条

例を前にしても臆せず事案へのあてはめに

取り組める応用の効く視座を体得できるよ

うに努めます。大切なことは、法令等がなぜ

そのような定めをしているのかを考えるこ

とです。そうした法令の趣旨・目的に立ち

返って制度を理解すれば、判例や学説のい

わんとするところも自然と頭に入ってくる

ことでしょう。

2年次以上 人見 剛 教授

行政法総合

裁判官・検察官・弁護士教員が
コラボで刑事裁判の実際を教えます

　「刑事訴訟実務の基礎」を担当する稗田は

刑事裁判を30年（裁判員裁判の裁判長8年）
経験した元裁判官、他の担当教員は現職の

刑事裁判官・検察官・弁護士で、刑事訴訟法

の理論を一通り学修した学生を対象に、実際

の刑事裁判がどのように運用されているか

を教えます。実務的な問題点についての対話

による授業のほか、刑事裁判手続きのビデ

オ視聴、学生が法廷教室で裁判官・検察官・

弁護人に分かれて刑事公判・公判前整理手

続きを実演する授業などを通じて、刑事裁

判手続きについて具体的なイメージを持ち、

これまで学んできた訴訟法理論の本当の意

味を学び、理解することをめざします。

3年次以上 稗田 雅洋 教授

刑事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ

憲法学に特定の思考様式が身につくことを
目標にしています

　憲法を初めて学修する学生を念頭に、拙

書『憲法講話』を素材として、基本権論の全

体像を示し、憲法学に特有の思考様式が身

につくことを目標にして、授業を行っていま

す。いきなり授業に出てきても分からない

ことが多いでしょう。予習を必ずしてくださ

い。教科書のどの部分を読むべきか、主要な

判例が何かは、あらかじめ伝えるようにしま

す。みなさんは法律学のプロフェッショナル

になるわけですから、訴訟の構造全体の中

で、憲法上の論点と判断が占める位置を理

解することも重要です。そうしたことにも注

意しながら、授業を聞いてください。

1年次以上 長谷部 恭男 教授

憲法Ⅰ

各分野に優れた研究業績、教育経験や豊富な実務経験を持った一流の教員を配置。
司法試験のみならず、その先を見据えた高度な専門性を鍛えます。

各分野に優れた研究業績、教育経験や豊富な実務経験を持った一流の教員を配置。
司法試験のみならず、その先を見据えた高度な専門性を鍛えます。基礎的理解から高い専門性と実務能力まで伸ばす授業

基礎会社法Ⅱ　担当：尾形 祥 教授イチオシ授業

2020年 中央大学法学部
 卒業
2022年 早稲田大学大学院法務研究科
 入学（在学中）

新屋 涼花

　私自身、会社法は条文の複雑さや、条文・判例の適用
場面をイメージしづらいことで、苦手意識を持っていた
科目でした。
　尾形先生の授業で、間違えやすい条文構造はもちろ
ん、会社法で重要となる判例においてもどのような点が
問題となっているのかを事実関係も含めて丁寧に教え
ていただいたことで、苦手意識が払拭できました。
　また、司法試験に向けた学習だけではなく、法律家と
して会社法に関連する問題に対してどう考え、どのよう
に法律を適用して向き合うかといった観点も含めて授
業で双方向のディスカッションを行いました。それに
よって、会社法を実務ではどのように使っていくのかを
イメージすることができ、苦手意識を持っていた会社法
を好きになることができました。

基礎刑事訴訟法　担当：酒巻 匡 教授イチオシ授業

2022年 慶應義塾大学法学部
 卒業
2022年 早稲田大学大学院法務研究科
 入学（在学中）

赤澤 奈々美

実際に授業を受講した学生の声

　酒巻匡先生による基礎刑事訴訟法の授業が最も印
象に残っています。法学部出身ですが、刑事訴訟法は
勉強したことがなく苦手意識のある科目でした。しか
し、酒巻先生は具体例を挙げながら嚙み砕いて説明
してくださるため、苦手意識が払拭されました。加え
て、法改正の経緯など、興味深いお話をたくさん聞く
ことができるため、毎回の授業を非常に楽しみにして
いました。教科書である「刑事訴訟法(酒巻匡先生・
著)」の読み込みと授業の復習を行うことで、刑事訴訟
法を理解する上での根幹を学ぶことができます。
　また、全講義を通して刑事裁判の在り方について
学ぶことができ、より良い刑事裁判の実現に資するこ
とができるような法曹になりたいという思いを抱き
ました。

倒産事件に果敢に取り組む
「挑戦する法曹」の養成を目指して

　今日の経済社会においては、倒産は不可避の現

象であり、みなさんが将来実務家（とくに弁護士）

になった際には、クライアントの倒産、その取引先

の倒産、あるいは個人の破産、債務整理といった問

題に直面することになります。倒産処理にあたっ

ては、様々な法分野の問題が生起する中、限られた

時間で、関係人間の利害を調整しながらそれらを

秩序だった形で処理することにより、債権者・債務

者双方にとっての最大利益の実現を図ることが要

請されます。そのため、しばしば倒産法は法律問題

の坩堝とも称されますが、同時に法曹としての総合

力が問われるやりがいのある法分野といえます。こ

の授業では、司法試験に向けた準備はもとより、そ

の先の実務においてみなさんが「挑戦する法曹」と

して倒産事件に果敢に取り組むことができるよう、

倒産処理のダイナミズムをお伝えしていきます。

2年次以上 山本 研 教授

倒産法Ⅰ・Ⅱ

るつぼ
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法曹養成を目的に設立された法律事務所等における臨床法学教育プログラム
学生が実務体験を通して、法実務の現場で求められる実用的な法の力の習得をめざします。

研究科が輩出した人材群が、次の人材群を育成する。

早稲田リーガルコモンズ法律事務所
弁護士・代表パートナー

河﨑 健一郎（2007年 本研究科修了）

早稲田リーガルコモンズ・プロジェクト（WLCP） https://legalcommons.jp/

　本研究科を修了した弁護士が中心となって設立さ
れた早稲田リーガルコモンズ法律事務所と連携し、学
生に最前線の実務に触れる機会を与え、多様な分野へ
の進出を後押しする。それが早稲田リーガルコモンズ
プロジェクト（WLCP）です。実際の法律事務所におい
て、模擬的実務を経験するエクスターンシップ・プロ
グラムや、本研究科の修了生をアソシエイトとして受
け入れ、多くの事案に取り組みながら法律家としての
基礎を学ぶアソシエイト制度を用意しています。

法曹界へ向け、決意新たに。人の想いに寄り添える法曹になるために。

2021年 早稲田大学大学院法務研究科 入学
2023年 早稲田大学大学院法務研究科 修了

田尻 駿

エクスターンシップ 受講者の声

　興味のあった刑事弁護や司法過疎問題を学ぶこと
のできる派遣先を希望し、保釈請求書等の作成に取り
組んだり、実際の法律相談に同席したりする中で、法律
家という職の責任の重さとやりがいを強く感じまし
た。「今日、先生に話を聞いてもらえて本当によかった」
と言って帰られる相談者の方々の姿に、今の日々の努
力がいつか誰かの「希望」に繋がっていくのだと実感し
ました。近い将来、法曹界へ大きく羽ばたいて、世の中
に貢献できるよう、着実な歩みを重ねていきたいです。

　法律相談では、受講生自身が、相談者から内容を聞き
取り、回答を行います。刑事クリニックでは、受講生が留
置場等において実際に被疑者と接見し、釈放・不起訴等
をめざし活動します。

主な活動内容 法律相談（刑事の場合は接見）

　的確な回答・書面の作成を行うためには、法令・裁判例
等の調査は不可欠です。現地調査を行う場合もあります。
実務においてこれらの準備がいかに重要か実感してもら
います。

主な活動内容 現地調査・法令・判例調査

　事案に応じて、通知文・訴状・準備書面・合意書・契約
書等の様々な書面を起案します。刑事クリニックでは、検
察官・裁判官に提出する意見書・申立書等を起案します。
いずれも十分な法令調査をした上で行います。

主な活動内容 書類作成

　あらゆる選択肢や可能性を探りながら、事案について
検討。多岐にわたる分野への理解を深めたり、コロナ関連
の緊急性の高い事案など、新しい問題にも即座に対応で
きる能力についても身につけます。

主な活動内容 事案の検討

　様々な打ち合わせや現場への同行を通じて、「弁護士」
のイメージを膨らませます。依頼者の話を聞き、ただ共感
して同情するのではなく、訴訟になった際の勝算や弱点
などをはっきり伝えることも求められます。

主な活動内容 実務家と同席し打ち合わせ

　エクスターンシップでは、訴訟の会議や判決に立ち会
うことも。弁護団の「原告のために」という強い思いや熱
量を肌で感じることができます。裁判所の前で「旗出し」
を見るなど、仕事のやりがいを実感します。

主な活動内容 裁判所への同行

リーガル・クリニック
エクスターンシップ

法実務の現場に入って実践力を養成する

実際の事案や人との出会いが、
なりたい法曹像を具現化。

エクスターンシップ

エクスターンシップの受入先  計61機関（2021年度実績）

法律事務所
（外国法事務弁護士事務所を

含む）

51ヵ所
企業法務部

（ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス、
日本製鉄 他）

4ヵ所
官公庁

（経済産業省、法務省、総務省）

3ヵ所
各種団体

（経団連、家庭問題情報センター 他）

3ヵ所

授業内容+αの応用力、法実務の理解身につく力

　法実務の現場に学生を派遣し、幅広い法

サービスに触れることにより、理論を実務とし

て昇華させるとともに、将来活躍したい分野を

見極める貴重な臨床カリキュラムです。実務家

とともに実際の案件に携わることで、法曹の仕

事ややりがいを理解し、将来活躍する分野やめ

ざす法曹像を明確にします。将来を見据えた

有効な実務体験を実現するために、全国で活躍

する稲門法曹のネットワークを活かし、豊富な

受入先を用意。商社、サービス業、金融系、IT系、
知的財産を扱う企業や、多様な事案を扱う法

律事務所、官公庁や国際機関、各種団体など、

専門的で幅広い受入先の拡充に注力していま

す。本研究科でも実績のある官公庁への派遣

では「霞が関法科大学院生インターンシップ」

制度により、各府省における実務体験への門

戸が開かれています。

実務体験を通して求められる法の力を理解する

市民の法律相談や事件に接することで
学修中の法知識の重要性を確認。

リーガル・クリニック

依頼者からいただいた感謝の声

悪質な業者による工事について、大学院生の
皆さんに親身に相談に乗っていただき

丁寧な助言をいただきました。費用の一部の返金を
受けられました。ありがとうございました。

先生方、学生の皆様のお陰で無事に
離婚をすることができました。お力添えがなければ

後悔する人生を送っていたと思います。
心から感謝しております。

具体的事案とリンクした包括的な知識・問題解決能力等身につく力

　優れた実務家法曹を養成するための理論と

実務の架橋をめざし、設立時から注力している

「臨床法学教育」。法科大学院に付設した実際の

法律事務所である「弁護士法人早稲田大学リー

ガル・クリニック」や外部の法律事務所において、

弁護士である実務家教員と大学教員の指導監

督のもと、学生自身が依頼者の相談を受け、事実

の分析や法的理論の構築を行い、相談者へ回答

します。案件によっては、証拠収集、訴状や各種

文書の作成、証人尋問における尋問事項の作成、

証人や当事者との打合せ、現地調査等も学生が

主体となって行います。市民の法律相談や事件

に接することで、具体的事案とリンクした包括

的な知識、問題解決能力、法曹倫理などを修養し、

学修中の法知識が実際の現場でどう生きるのか

を学びます。また、実際の事件に対する弁護士の

対応を身近で感じてもらうことで、将来の法曹

像を具体的に描いてもらうことも目的とします。 

多様な視点を持ち、相談者にとって最適な解決案を提案できる法曹に。

2021年 中京大学法学部 卒業
2021年 早稲田大学大学院法務研究科
 入学
2023年 早稲田大学大学院法務研究科
 修了

石原 和美

リーガル・クリニック 受講者の声

　リーガル・クリニックでは学生が直接法律相談を受け、
教員の指導のもと相談内容に対する回答方針を検討し
ます。相談によってはセンシティブな問題に触れなけれ
ばならない場面もあり、様子を見ながら経緯や現状を聞
き取り、正確に理解することが難しかったです。また、相
談者の話から法律構成を考え、その要望をみたせている
のかという点にも留意しながら真剣に取り組みました。
リーガル・クリニックでは、教室で学んでいる法律が実際
にどのように使えるのかを体験し、一足早く実務の一端

に触れることができます。また、教員から多様なアドバイ
スを受け、自分では考えつかない視点からの解決案に気
付くことも多々あり、とても貴重な経験になりました。私
はこのプログラムを通して、法律にとらわれすぎず、相談
者自身の思いを含めた話を聞き、その気持ちに沿った提
案をすることが最適な解決案を導き出すために重要であ
ることを学びました。この経験を踏まえて、相談者の気持
ちに寄り添いながら、相談者と一緒に最適な解決案を模
索し、提案していける法曹を目指したいです。

法実務の現場で
生きた法に触れる

エクスターンシップに参加した学生の一日

9:30 17:00 18:00

出
　
勤

退
　
勤

「時効の援用」の仕方
を学びました。今後、
授業などで登場した
ときには、より明確に
イメージすることが
できそうです。

時効援用書
起案

16:30 

賃料支払をめぐる
相談。民法の授業で
勉強してきた有名
な論点知識等が実
務でどう活きてく
るのか学びました。

法律相談への
同席

15:00 

家庭裁判所への書
類提出に同行。その
後、弁護士会館の
様々なフロアを案
内していただきま
した。

家庭裁判所へ書類提出
弁護士会館訪問

12:00 

事務所の先生方が担
当されている法律コー
ナーの収録を見学。難
解な法律用語をリス
ナーにわかりやすい
言葉で説明する重要
性を感じました。

地域ラジオ局
収録見学

10:00 

覚醒剤事犯の記録
を検討し、保釈請求
書を作成。事件記録
と条文を横に置き、
要件該当性を検討
していきました。

記録検討及び
保釈請求書起案
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裁判官・検察官・弁護士・研究者教員など幅広い分野で活躍する、早稲田大学出身の法曹（稲門法曹）。
OB・OGのネットワークが、一人前の法曹への成長を後押しします。

稲門法曹のネットワーク

世代や地域を超えて
交流を深める

最大級のネットワークを持つ法曹同窓会組織

世代や地域を超えた交流の場を提供し、
築いた人脈を拡大。

稲門法曹会

約5,800名（2023年1月現在）

職域別各支部の会員数

裁判官支部 481名
検察官支部 346名
教員支部 145名

全国に広がる稲門法曹会員数  

　早稲田大学は、その前身の東京専門学校の

創立以来、数多くの有能な法曹を世に送り出

してきました。当学出身の法律家を広く「稲門

法曹」と称しますが、法学部はもちろんのこと、

政治経済学部・文学部から理工学部・人間科

学部卒業生や大学院修了生にいたるまで、多

くの人が法曹になる夢をかなえています。ま

た、裁判官・検察官・弁護士・公証人・研究者教

員など幅広い分野で活躍の稲門法曹は、約

5,800名と言われています。稲門法曹会のネッ
トワークを通じて先輩たちからアドバイスを

受けながら、一人前の法曹へと成長できます

し、世代や地域を超えて交流を深めることで、

めざしたい法曹像を明確に描くこともできま

す。諸先輩が築き上げてきた伝統と実績、「挑

戦する法曹」としての「進取の精神」は、法務研

究科で学んだ学生たちにも、確実に受け継がれ

ています。

　稲門法曹会最大の弁護士支部は、全国に会員を擁し、
平時は「群れない早稲田」を標榜しつつ、いざ総会とあら
ば全国から参集し、若手法曹との懇談に花を咲かせます。
親睦と後進の育成に力を注いでいます。

地域支部 弁護士支部

　裁判官支部は「四月会」という名称で活動しています。
毎年２月には新任裁判官の歓迎会を盛大に開催しており、
現役・OB・OGの裁判官が一堂に会して絆を深める貴重
な場となっています。法と良心のみにしたがって最終判
断を下す裁判官の仕事はとてもやりがいがあります。

職域支部 裁判官支部

　早稲田出身の検事は現役だけでも300名近く。全国
各地で活躍しています。早稲田出身の先輩方が多方面で
活躍されている姿を見ることは励みになります。年1回、
OB・OGの方々もお招きして、新任検事の歓迎会を開催
しています。

職域支部 検察官支部

5,000人を超える稲門法曹三者や研究者の、世代・職域を超えたご縁を提供しています。

2016年 早稲田大学大学院法務研究科 修了
2017年 第二東京弁護士会にて
 弁護士登録（70期）
2018年 早稲田リーガルコモンズ
 法律事務所 入所
2018年 NPO法人ストップいじめ！ナビ 参加
2022年 Kollect京都法律事務所
 共同代表弁護士

松坂 拓也

稲門法曹会事務局の声

　稲門法曹会は、早稲田大学出身の法曹と早稲田大学研
究者を会員とする同窓会組織です。早稲田出身の法曹で
あれば誰でも会員になれますので、詳しくは「稲門法曹
会」でインターネット検索をしてみてください。
　いざ業務を始めると、お互いの忙しさからこれまで隣
にいた学友との関わりが段々と減っていってしまいま
す。特に裁判官や検察官になった同窓は全国に散らばっ
てしまうことから、職域を超えた関係性の維持は難しい
と感じています。
　そこで、稲門法曹会では、Web講演会や研究会など
様々な企画を用意しています。こうした企画を通じて、全
国各地の稲門法曹三者と研究者とのご縁を繋ぐきっか

けを提供しています。
　また、稲門法曹会には、日本屈指の専門家が集まって
おります。これらの企画は、こうしたトップクラスの専門
家によるコンテンツの提供となっており、会員の皆様の
業務に役立つものとなっています。
　そして、近年はリアルでの開催が行えていませんが、毎
年の合格祝賀会も稲門法曹会が開催しており、会員と学
生の皆様の交流も図っています。
　皆様との出会いを心よりお待ちしております。
　また、これから司法試験に挑まれる受験生の皆さん、
我々一同稲門法曹として一緒に活動できる日を楽しみに
しています。

全国に広がる同窓会組織

地域別に見る稲門法曹数
早稲田大学の校友であるすべての法曹、法学部・法務研究科教員で構成され、
そのネットワークは全国に広がっています。

北海道支部
旭川、札幌、函館、釧路

79名

近畿支部
滋賀、京都、大阪、兵庫、
奈良、和歌山

315名
関東支部
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、
神奈川、新潟、山梨、長野、静岡

773名

九州支部
福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄

211名

東京支部
東京
第一東京、第二東京

2,848名

中国支部
鳥取、島根、岡山、広島、
山口

88名
東北支部
青森、岩手、仙台、秋田、
山形、福島

103名

中部支部
富山、金沢、福井、岐阜、
愛知、三重

240名
四国支部
徳島、香川、愛媛、高知

45名

各分野の一流法曹たちと交流を深める企画を用意しています。

稲門法曹会会長／
弁護士

澤野 正明

稲門法曹会会長からのメッセージ

本中にいらっしゃいます。近年は、倒産法関係のセミナー
や、雇用主側と労働者側それぞれの専門弁護士をお招き
した労働事件に関するセミナー等を開催し、好評を博し
ました。さらに今後は、対談を企画して、若手や学生の皆
様とともに大いに刺激を受けたいと思っています。会費
以上の楽しさを保証しますので、是非ご参加願います。

　コロナ禍の中で、リアルに集まれない代わりにオンラ
イン会議が普及しました。稲門法曹会では、このオンライ
ン会議あるいはそういったツールを利用して、会員の皆
様との多様な交流を図っております。
　当会には、弁護士、判検事、研究者等、それぞれの分野に
おいて、一流でありかつユニークな法曹が大勢、しかも日

稲門法曹会ホームページ より詳しい活動についてはこちらから
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国際的な法曹が求められる現代社会において、当研究科では海外のロースクールとの
交換留学制度を設け、グローバルに活躍する法曹を育成します。

交換留学制度

海外での経験を通して国際的な法曹を養成

海外の名門大学と提携し、留学を積極的にサポート。
世界各国の学生と学び、世界で活躍。

交換留学制度

交換留学制度のポイント

新たな学費を必要としない、
手厚いサポート体制

留学経験のある先輩法曹が
学修を継続的に支援

LL.Ｍ.コースを修了後、将来的に
アメリカの司法試験にも挑戦

ポイント 1

ポイント 2

ポイント 3

　本研究科では、アメリカ、カナダなどの名門

大学のロースクールや、台湾の司法官学院な

どと提携し、国際的な法律の学修体験ができ

るよう「交換留学制度」を設け、留学生の派遣、

受け入れを積極的に行っています。この交流

制度を通じ、国内では学修し得ない実践的な

外国法や国際的な法律実務を学べるとともに、

世界各国の学生と一緒に学ぶことで、知的な

刺激を得ることができます。交換留学によりア

メリカのLL.M.（法学修士）コースを修了した場
合、LL.M.の学位を取得することができます。帰
国後に本研究科を修了すれば、日本の法務博

士（J.D.）とLL.M.の２つの学位を取得すること
になり、将来の国際的な活躍にきわめて有利で

す。留学と司法試験合格それぞれの目標が達

成できるよう、交換留学生の専任アカデミッ

ク・アドバイザーが、精神面・学修面からサポー

トします。

アカデミック・アドバイザー制度を活用して海外に挑戦する皆さんを応援します。

2014年 早稲田大学法学部 卒業
2014年 早稲田大学大学院法務研究科 入学
2016年 University of Pennsylvania
 Law School 修了(LL.M.)
2017年 早稲田大学大学院法務研究科 修了
2019年 司法修習修了／弁護士登録
2020年 TMI総合法律事務所 入所

鈴木 雄貴

アカデミック・アドバイザーからのメッセージ

　本研究科の「交換留学制度」は、在学中に海外の名門ロー
スクール等で学ぶ機会が得られる大変魅力的な制度です。
多くの留学経験者が、法曹・官僚・企業等多方面で活躍し
ています。私自身もペンシルバニア大学ロースクールに留
学し、米国会社法や証拠法といった法律科目は勿論、交渉
術等の実践的科目や単位互換制度のあるビジネススクー
ルでの科目を履修する等、非常に貴重な経験ができまし
た。現在の弁護士業務でも、クロスボーダーのM&A、日本
企業の海外子会社の不祥事対応等、国際的な案件が多く

あり、留学の経験が活きています。
　交換留学中は、１年間日本から離れることになり、不安
を覚える方も多いと思います。そんな不安を解消するため
にアカデミック・アドバイザーによるゼミ制度があります。
留学前は留学先での勉強や生活に対するアドバイス、留学
中は継続的な学修サポート、帰国後は司法試験に向けたサ
ポートや進捗管理等を行います。当制度を活用して、是非
海外に挑戦してください。応援しています。

グローバルに活躍できる
法曹をめざして

留学生との交流

海外大学の教授による講義

英語での授業も開講

海外エクスターンシップの実施本格的な国際法曹育成プログラム
本研究科では、交換留学を含め、
国際化に向けた多様な学修機会を提供しています。

交換留学の一般的な流れ
アメリカのロースクールに
留学する場合

※この流れは現行カリキュラムにおける一般的なモデルとなります。履修課程・成績状況・カリキュラム改変により、これ以上の期間を要する場合があります。 ※法学既修者（2年短縮課程）の場合も、修了要件上、3年間の在籍が必要です。
※修了要件を満たすため、両国で履修できる科目に制限が生じる可能性があります。 ※LL.M.コースへの派遣には、日本の大学で「学士（法学）」を取得している必要があります。

早稲田大学
法務研究科

留学説明会
留学生選考に応募、
受入大学の決定

1年次 2年次 3年次

秋春秋春秋春
修了後

「留学準備講座」受講
受入大学との調整、

渡航準備
留学プレ説明会

留学、
現地にて
学修開始

留学終了

帰国後、早稲田の
必修科目等を
履修・留学先の
単位認定

司法試験受験、
合格後、司法修習へ

アメリカ
ロースクール

海外提携ロースクール等との交流実績 （2023年3月現在）

*Best Law Schools Ranking 2023（U.S.News）のランキング
※１ LL.M.（法学修士）コースあり。 原則として、日本の大学で「学士（法学）」を持つ者に限り派遣可能。　※２ Non Degree
※上記は現時点での交流実績となりますので、
　実際の交換留学出願時には協定校や派遣可能なコース等に変更が生じる場合があります。

受入人数
（2004年～2022年）

受入人数
（2004年～2022年）

派遣人数
（2004年～2022年）

派遣人数
（2004年～2022年）

JDコース
ランキング*

アメリカ
合衆国

韓国

フランス

ドイツ

台湾

カナダ4

12

11

37

2

51

35

10

6

8

2

6

2

6

3

7

1

6

12

6

12

16

9

13

10

6

3

9

16

18

0

0

5

1

0

0

0

30

14

0

20

1

14

3

─

─

─

─

─

─

─

提携ロースクール等

Columbia Law School ※2

Cornell University Law School ※2

Duke University School of Law ※2

Fordham University School of Law ※1

Stanford Law School ※2

University of California College of the Law, San Francisco ※1

University of Illinois College of Law ※1

University of Michigan School of Law ※1

University of Pennsylvania Law School ※1

University of Virginia School of Law ※1

Osgoode Hall Law School of York University ※2

National Taiwan University College of Law ※2

Academy for the Judiciary, Ministry of Justice ※2

Bucerius Law School ※2

University of Osnabruck ※2

Paris II Pantheon-Assas University ※2

Ewha Womans University College of Law ※2

JDコース
ランキング* 提携ロースクール等

　日本企業の世界での活躍を支えるような弁護士
になりたいと考えています。留学をすると今まで見
えなかった日本の良いところ悪いところが見えて
きます。世界各国から集まる同級生と一緒に過ごす
中で、多くの友人達が日本や日本人の魅力に気づか
せてくれました。日本の良さや価値を更に世界に向

けて発信することで、日本の国際的な存在感は一層
高まると信じています。私自身は、何か特定のビジ
ネスを行うのではなく、幅広く日本企業が海外で行
うビジネスを支援し、法務面で日本と世界を繋ぐ
「架け橋」となるような弁護士になりたいと考えてい
ます。

今後の目標について

　毎日が新しい刺激に溢れ、視野を大きく広げることが
できた留学生活でした。授業についていくのは大変でし
たが、英米法の基礎から先端的な議論まで様々な知識を
修得することができました。また、ペンシルバニア大学に
は世界各国からその国の優秀な法律家達が集まってお

り、彼らと議論することで実践的な「英語を使う力」を磨く
ことができました。授業外では、彼らと一緒に遊びに出か
けたり旅行したりすることで、文化的にも様々な学びを得
ることができました。これらの経験を通して得た友人や学
びは、留学しなければ得られなかった一生の宝物です。

留学生活について

　日本国内にとどまらず活躍できる場を広げたい
と考えて留学を決意しました。アメリカのロース
クールに留学すれば、実践的な英語力や英米法の素
養を身に付け、世界中に人脈を作ることができるの
ではないかと考えました。また、企業法務を扱う弁
護士になりたいと考えているので、ビジネス分野に

おいて著名な教授が多く、ビジネス法務の授業が充
実しているペンシルバニア大学を選びました。
LL.M.の学生数も100～150人程度なので、世界各国
から偏りなく学生が来る一方、自国の学生だけで固
まることがなく全員と交流できるのも同大学の魅
力でした。

留学しようと思った理由

　交換留学時は、本研究科納入分の学費に加えて、現
地への渡航費、生活費、書籍代その他の費用を自己負
担する必要があります。国際的な法曹をめざし海外
に羽ばたく学生をこれまで以上に支援するため「交
換留学生優先枠（LL.M.コース）」に申請して合格し、
実際に留学する方に「稲門法曹奨学金（秋学期授業料
相当額）」を給付します。

交換留学生に対する
「稲門法曹奨学金」の給付

※詳細については本研究科『入学者選抜試験要項』をご確認ください。

　ドイツ人のクラスメートに連れられて、みんなで
フィラデルフィア市内のオクトーバーフェストに行
きました。

　卒業式。かけがえのないたくさんの仲間と思い出
ができました。

　仮想通貨規制に関するカンファレンスを同級生
と主催した際に、スピーカーとして参加してくだ
さった弁護士達とランチ。

留学先の授業科目例

●Blockchain and the law
●Contracts
●Corporations
●Cross-Border M&A
●Professional Responsibility
●Real Estate Transactions
●US Legal Writing
●US Legal Research

2014年　早稲田大学法学部 卒業
2014年　株式会社千葉銀行 入行（～2020年）
2018年　株式会社三菱UFJ銀行 出向（～2019年）
2020年　早稲田大学大学院法務研究科 入学
2022年　University of Pennsylvania Carey Law School 修了（LL.M.）
2023年　早稲田大学大学院法務研究科 修了

髙橋 祐樹

多様な文化や
価値観を享受して、
日本と世界を繋ぐ
「架け橋」になるために。実績・サポート・

費用において
大きな価値のある
留学制度

留学した学生の声
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本研究科では、早稲田大学出身の法律家の熱意に基づく稲門法曹奨学金をはじめ、
給付型の奨学金を多数用意しています。

奨学金制度

司法試験合格への道のりを
経済的にサポート

若手弁護士が一人ひとりの
学修をサポート

奨学金制度のおかげで、夢に向けて勉強に励むことができています。

2022年 早稲田大学法学部 卒業
2022年 早稲田大学大学院法務研究科
 入学（在学中）

藤澤 奈々穂

受給した奨学金

● 稲門法曹奨学金（給付）
 （秋学期授業料相当額）

● 池田正範奨学金（給付）

奨学金 受給者の声

　周りが社会人になる中で法科大学院へ進学すること
は、精神的にも金銭的にも苦しい面がありますが、家族
に経済的負担をかけることに不安がなかったことが勉
強に集中できるという意味で有難いことでした。
　法科大学院での学習では、授業料の他、大量の書籍
代、模試の受験費用、司法試験に向けて使用する参考書
を含めた費用など様々な費用がかかりますが、勉強を進
める際に経済的負担について気にする必要がないので、
伸び伸びと司法試験に向けた学習をすることができま
した。また、奨学金を受け取った以上、寄付者への感謝や
恩返しのためにも必ず司法試験に合格して自分の夢を
叶えるという信念で勉強を進められることが自分にとって

はモチベーションになりました。司法試験へ向けた学習
は最終的には自分との闘いとなり、ものすごく精神的に
辛いこともありますが、誰かに応援されているという気
持ちで期末試験や模試、日頃の勉強に向き合えたと思
います。
　法科大学院へ進学することに不安を感じる方もいる
かと思いますが、本研究科にはレベルの高い仲間と、親
身になって学生を支えてくださる先生方が沢山おり、司
法試験合格へ向けた制度、設備も整っているので、学ぼ
うとする気力があれば法曹として活躍するという夢を叶
えるのに最適な環境です。充実した奨学金制度を利用し
て、是非本研究科に入学してみてはいかがでしょうか。

「挑戦する法曹」を育成する充実した学生サポート。

早稲田大学大学院法務研究科
学生担当 教務主任／教授

杉本 一敏

早稲田大学大学院法務研究科 学生担当からのメッセージ

　早稲田大学法務研究科においては、学生のみなさん
の学修を支えるために、充実したサポート体制を整えて
います。
　学修に直接関係するサポートとしては、本研究科を修
了した若手弁護士アカデミック・アドバイザー（ＡＡ）に
よる学修支援が挙げられます。ＡＡは、学生のみなさん
の要望に対応できるように、多数のゼミや解説講座、起
案指導の機会を設け、みなさんの毎日の勉強を側面から
強力に支援します。さらに、本研究科修習生のチュー
ターによる学修相談などの制度も設けられています。
　経済的な側面でのサポートとしては、充実した奨学金
制度を挙げることができます。「稲門法曹奨学金」をはじ

めとした学内の給付奨学金を数多く用意し、学生のみ
なさんを学費面において支援します。また、日本学生支
援機構による貸与奨学金の推薦も、毎年多数行ってい
ます。
　さらに、本研究科修了後の就職に関するサポートとし
て、「キャリア支援室」が法律事務所、企業等の求人情報
を集め、修了生に提供しています。また、就職説明会な
ど、修了生・在学生向けの就職関連の企画も実施してい
ます。

多彩な奨学金制度で合格への道のりを経済的にサポート

各種奨学金制度

　所定の申込要件を満たす者が申請により選考のうえ
認定されると、本研究科在学中に受給した第一種奨学金
（全額または半額）が免除されます。本研究科在学中にお
ける学内および学外での専攻分野に関する研究活動・学
業の成果・業績について総合的に評価を行い、大学の選
考・推薦を経て、日本学生支援機構が返還免除者および
免除額を決定します。

日本学生支援機構 大学院第一種奨学金
「特に優れた業績による返還免除制度」

　教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保
険の被保険者、または被保険者であった方が、厚生労働
大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓
練費用の一定の割合（上限あり）がハローワークから支給
される制度です。本研究科の3年標準課程および2年短縮
課程は、「専門実践教育訓練指定講座」の指定を受けてい
ます。

厚生労働省 教育訓練給付金 検 索

教育訓練給付金制度

日本学生支援機構奨学金（貸与）

種 類 金 額（年額）

第一種
（無利子）

第二種
（有利子）

5万円、8.8万円
（本人が選択）

5万円、8万円、10万円、13万円、
15万円、19万円、22万円

（本人が選択）

学生一人ひとりに向けた学修サポート体制として、
本研究科を修了した若手弁護士等が個別相談やゼミ指導。親身にアドバイスを行います。

学修サポート制度

先輩が一人ひとりの細かな学修相談に対応

先輩弁護士による学修サポート

入学前から修了後までのサポートの流れ

司法試験過去問答案添削を中心にサポートします。
個別面談により修了後も計画的な学修が可能と
なります。

【特別研修生向け】

苦手科目の克服に加え、各自が作成した司法試験の
過去問答案について添削指導を行います。

少人数のゼミ形式で苦手科目の克服をめざします。
ゼミは科目別・テーマ別で開講しています。

初めて勉強する科目の学修方法や定期試験への
準備など、授業のフォローアップを行います。

答案の書き方や短答式試験の対策方法など、
法律学の学修の仕方について入学前から
手厚くサポートします。

入学前

1年次

2年次

3年次

修了後

主なサポート内容

コミットメント
ゼミ科目別ゼミ文章起案ゼミ+

個別指導

主なサポート内容

コミットメント
ゼミ科目別ゼミ文章起案ゼミ+

個別指導

主なサポート内容

個別サポート
制度入門ゼミフォローアップ

ゼミ

主なサポート内容

短答式対策ゼミ導入講義 弱点強化ゼミ

主なサポート内容

テーマ別ゼミ少人数制
サポートゼミ

主な相談内容
●学修面・生活面でのアドバイス
●苦手科目の克服

　本研究科の修了生が、学修の仕方・初歩的な質問など、個別相談等を通し
て在学生に、より身近な立場からアドバイスを行います。

修習生チューター

主な相談内容
●学修面・生活面でのアドバイス
●苦手科目の克服・司法試験の過去問答案添削

　本研究科を修了した若手弁護士が、ゼミや個別相談等を通して、学修面・
精神面において在学生・修了生のサポートを行います。

アカデミック・アドバイザー

入学後に採用を決定する学内奨学金（給付）

奨学金名 金 額（年額）

隅野克子奨学金

大隈記念奨学金

小野梓記念奨学金

校友会給付奨学金

武本（裵）孝俊奨学金

70万円

40万円

40万円

40万円

20万円

奨学金名 金 額（年額）

池田正範奨学金

千賀修一法曹養成奨学金

法務研究科学生支援奨学金

70万円

70万円

70万円

給付対象

特別選抜または一般選抜での入学者

特別選抜または一般選抜での入学者

特別選抜または一般選抜での入学者

入試成績で採用を決定する学内奨学金（給付）

入学課程

特別選抜（5年一貫型）

特別選抜（開放型）

秋学期授業料相当額の半額

29万円

年間授業料相当額

116万円

秋学期授業料相当額

58万円

13名

̶

27名

̶

̶

20名

稲門法曹奨学金
稲門法曹奨学金は、在学生を力強く支えようという
早稲田大学出身の法律家（稲門法曹）の熱意に基づく本研究科の特徴的な奨学金であり、
年間授業料相当額の給付も受けられる大変充実した内容になっています。
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第一線の研究者と
実務家を擁する

教授陣
優れた研究業績・教育経験や豊かな実務経験を持った
一流の教員があなたを指導します。

元早稲田大学監査室長、日本土地法学
会理事長、日本マンション学会会長。
著書に『金銭消費貸借と利息の制限』
（一粒社）、『不動産の法律知識』〔第2
版〕（日本経済新聞社）、『マンション法』
（有斐閣）、『マンションの法律Q&A』
（有斐閣）などがある。

●民法Ⅰ　●民法総合Ⅲ　●臨床法学教育（民事クリニック）
●不動産法特殊講義

鎌野 邦樹 教授

法学研究科長。昨年度公表したものと
して、「『配当政策』の開示とその会社
法における意義」D&IR21号（2022年）、
「会社法上の監査について」早稲田大
学法学会百周年記念論文集第2巻民
事法編（2022年）などがある。

●会社法総合Ⅲ
●企業会計法特論

尾崎 安央 教授

ニューヨーク大学およびブルックリ
ンロースクール客員研究員。著書に、
『法の世界へ』、『商法総則・商行為法』、
『会社法のみちしるべ』（以上、有斐閣）、
『新保険法と保険契約法理の新たな展
開』（共編・ぎょうせい）などがある。

●基礎会社法Ⅰ　●保険契約法　●商法応用演習Ⅰ
●手形・小切手法

大塚 英明 教授

名古屋大学助教授、神戸大学教授を経
て現職。この間に、カリフォルニア大学
バークレー校、ミュンスター大学、ロン
ドン大学で在外研究に従事。著書に『証
券市場の機能と不公正取引の規制』（有
斐閣）、『金融商品取引法』（有斐閣）、『会
社法』（商事法務）などがある。

●会社法総合Ⅱ　●資本市場法　
●商法応用演習

黒沼 悦郎 教授

大阪市立大学名誉教授、ボン大学客員
研究員。著書に『自由証明の研究』（有斐
閣）、『ロースクール民事訴訟法』（共著・
有斐閣）、『家事事件手続法』（共著・有斐
閣）、『グローバル化と社会国家原則』（共
編著・信山社）、『手続保障論と現代民事
手続法』（共編著・信山社）などがある。

●基礎民事訴訟法
●民事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

髙田 昌宏 教授

名古屋大学名誉教授、カリフォルニア
大学バークレー校客員研究員。著書に
『民事裁判心理学序説』（信山社）、『民
事訴訟政策と心理学』（慈学社）、『民事
訴訟の実像と課題』（共編著・有斐閣）
『利用者が求める民事訴訟の実践』（共
編著・日本評論社）などがある。

●民事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　●法と心理学
●民事訴訟法入門演習

菅原 郁夫 教授

パリ第1大学客員研究員。著書、研究
業績として『会社法』〔新訂版〕（共著・
学陽書房）、「2005年会社法と会社の機
関」（論究ジュリスト1315号）、「コーポ
レート・ガヴァナンスとフランス会社
法」（上・下）（月刊監査役459・460号）
などがある。

●会社法総合Ⅲ　●外国法演習（フランス法）
●商法応用演習

鳥山 恭一 教授

日本土地法学会理事。著書に『不動産
法入門』（日本評論社）、『LEGAL QUEST
民法Ⅱ物権』『民法①総則・判例30!』
（共著、有斐閣）、『物権法』（共著、日本
評論社）、『債権法改正と判例の行方』
『新しい土地法』（共編著、日本評論社）
などがある。

●民法Ⅱ　●民法総合Ⅱ・Ⅲ　●法実務入門　●民法応用演習
●民法入門演習

秋山 靖浩 教授

元東京地方裁判所判事。著書に『民事
執行・保全15講』（成文堂）、『執行関係
訴訟の理論と実務』（民事法研究会）
などがある。

●民事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　●法曹倫理　●民事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ
●民事法総合研究　●模擬裁判（民事）　●民事執行・保全法　●民事手続法応用演習

内田 義厚 教授

民事法

◆専任

元早稲田大学法学部准教授。日本被害
者学会理事、東京都青少年問題協議会
委員、神奈川県再犯防止推進会議構成
員（座長）、更生保護法人更新会理事。
著書に『刑事政策の新たな潮流』（共編
著・成文堂）、『アメリカのホワイトカ
ラー犯罪』（共訳・成文堂）などがある。

●刑事政策
●少年法

小西 暁和 教授

京都大学名誉教授、日本刑法学会監
事。著書に『刑事証拠開示の研究』（単
著・弘文堂）、『刑事訴訟法』〔第2版〕（単
著・有斐閣）、『入門刑事手続法』〔第8版〕
（共著・有斐閣）、『現代の裁判』〔第8版〕
（共著・有斐閣）などがある。

●基礎刑事訴訟法
●刑事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ

酒巻 匡 教授

元愛知学院大学法学部准教授。研究業
績に「規範論から見たドイツ刑事帰属
論の二つの潮流（上）・（中）・（下）」（比
較法学37巻2号～ 38巻2号）、「『帰属を
阻害する犯罪』の体系と解釈（1）（2）」
（愛知学院大学論業法学研究48巻1号、

50巻1号）などがある。
●刑法総合Ⅰ・Ⅱ　●リーガルライティング
●刑法応用演習

杉本 一敏 教授

元東京地方裁判所部総括判事。著書に
『条解刑事訴訟法』〔第5版〕（編集委
員・弘文堂）、『陪審・参審制度（ドイツ
編）』（共著・司法協会）、『裁判員裁判と
刑法』（共著・成文堂）などがある。

●刑事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ　●法曹倫理　●刑事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ
●刑事手続法応用演習　●刑事証拠法

稗田 雅洋 教授

海上保安大学校助教授、岡山大学教授
を経て現職。日本刑法学会理事。著書、
研究業績に『入門刑事法』（共著・有斐
閣）、『刑法演習ノート』（共著・弘文堂）、
「欠陥製品回収義務と刑事責任」（神山
古稀所収）、「密輸と組織犯罪」（海上保
安体制所収）などがある。

●刑法総合Ⅰ・Ⅱ　●ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ
●刑法応用演習Ⅰ

北川 佳世子 教授

元早稲田大学理事、日本医事法学会理
事、内閣府・生命倫理専門調査会委員。
著書に『安楽死と刑法』、『尊厳死と刑
法』、『責任原理と過失犯論』〔増補版〕、
『医療事故と刑法』、『終末期医療と刑
法』、『企業犯罪と刑事コンプライアン
ス』（すべて成文堂）などがある。

●刑法Ⅰ・Ⅱ
●医事法Ⅱ

甲斐 克則 教授
東北大学准教授を経て現職。研究業績
に「緊急避難論の再検討」（刑法雑誌
57･2）、「自動運転車による生命侵害と
緊急避難」（刑ジャ 58）、「人工知能搭
載機器の安全性確保義務と社会的便
益の考慮」（法律時報91･4）、『情報刑法
Ⅰ』（共著・弘文堂）等がある。

遠藤 聡太 准教授

筑波大学准教授等を経て現職。研究業績
に「被疑者・被告人の包括的黙秘権」（『早
稲田大学法学会百周年記念論文集第3
巻』所収）、「取調べの録音・ 録画記録媒
体の証拠としての使用」（論究ジュリスト
31号）、「排除法則について」（『井上正仁先
生古稀祝賀論文集』所収）などがある。

●刑事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ
●刑事訴訟法入門演習

小川 佳樹 教授

元公認会計士試験委員（企業法）、ミュ
ンヘン大学客員研究員。著書、研究業績
に『LawPractice商法』（共著・商事法務）、
『ストゥディア会社法』（共著・有斐閣）、
「平成26年会社法改正の分析と展望」
（共編著・経済法令研究会）、『商法演習Ⅰ
（会社法）』（共編著・成文堂）などがある。

●会社法総合Ⅱ

福島 洋尚 教授

日本刑法学会常務理事。著書に『犯罪
概念と可罰性』（成文堂）、『刑法総論』
〔第3版〕（日本評論社）、『刑法概説』〔第

2版〕（成文堂）、『行為主義と刑法理論』
（成文堂）、『刑法各論』〔第2版〕（日本評
論社）などがある。

●刑法総合Ⅰ・Ⅱ　●刑法応用演習Ⅰ・Ⅱ　
●刑法入門演習Ⅰ・Ⅱ

松原 芳博 教授

日本公法学会理事、日本学術会議連携
会員。主な著書に、『国の不法行為責任
と公権力の概念史』（弘文堂）、『行政法 
I・行政法総論』（日本評論社）、『判例か
ら考える行政救済法［第２版］』（共著・
日本評論社）、『学問と政治』（共著・岩
波書店）がある。

●行政法　●行政法総合
●行政法応用演習

岡田 正則 教授

法学学術院長・法学部長、神奈川県情
報公開審査会会長、東京都労働委員会
公益委員。著書、研究業績に『地方分権
改革の法学分析』（敬文堂）、『法務に強
くなる！レベルアップ地方自治法解
説』（第一法規）、「地方公共団体の再編」
（公法研究８２号）などがある。

田村 達久 教授

刑事法

◆専任

公法

◆専任

◆兼担
田山 聡美 ●早稲田大学法学部教授

◆兼任
佐藤 拓磨 ●慶應義塾大学法学部教授

染田 惠 ●駿河台大学法学部教授

平山 真里 ●白鴎大学法学部教授

明治学院大学教授、早稲田大学法学部
教授等を経て現職。著書、研究業績に
『民事再生法の実証的研究』（商事法務）、
「私的整理と法的倒産手続の新たな関
係」（『民事手続法の発展』所収）、「再生
計画不認可事由としての『不正の方法』」
（民事訴訟雑誌69号）などがある。

●倒産法Ⅰ・Ⅱ
●事業再生の実務

山本 研 教授

國學院大學・早稲田大学法学部准教授を
経て現職。研究業績に「監査人に対する
虚偽表示・不当な圧力行使の禁止」（ディ
スクロージャー＆IR 13号）、「公開会社の
株式の募集・売出しと空売り規制」（編著
『上村達男先生古稀記念 公開会社法と
資本市場の法理』所収）などがある。

●会社法総合Ⅰ
●商法応用演習

若林 泰伸 教授

国土審議会委員、成年後見制度利用促進
専門家会議委員、元エクス・マルセイユ
第三大学客員教授。著書に『民法概論1／
民法総則』（有斐閣）、『新しい債権法を読
みとく』（商事法務）、『ストーリーに学ぶ 
所有者不明土地の論点』（商事法務）、『不
動産登記法』（商事法務）などがある。

●民法総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●民事法総合研究

山野目 章夫 教授

元岡山大学法学部・同大学院法務研
究科教授。著書に『手続集中論』(成文
堂)、『倒産法概論』（法学書院）、『民事
執行・保全法概論』〔第2版〕（成文堂）、
『民事執行救済制度論』（成文堂）などが
ある。 

●民事訴訟法総合Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　●民事手続法応用演習
●TMI総合法律事務所寄附講座「ビジネス法務の最先端実務」

松村 和德 教授

◆兼担
青木 則幸 ●早稲田大学法学部教授

大澤 慎太郎 ●早稲田大学法学部教授

尾形 祥 ●早稲田大学法学部教授

川島 いづみ ●早稲田大学社会科学部教授

小出 篤 ●早稲田大学法学部教授

三枝 健治 ●早稲田大学法学部教授

棚村 政行 ●早稲田大学法学部教授

勅使川原 和彦 ●早稲田大学法学部教授

中村 信男 ●早稲田大学商学学術院教授

箱井 崇史 ●早稲田大学法学部教授

山口 斉昭 ●早稲田大学法学部教授

棚橋 洋平 ●早稲田大学法学部准教授

中本 香織 ●早稲田大学法学部准教授

◆兼任
伊室 亜希子 ●明治学院大学法学部教授

近藤 隆司 ●明治学院大学法学部教授

※各分野について資格、氏名の50音順に掲載しています。　※担当科目は2023年度の開講科目です。　※勤務先・役職名などは取材時のものを掲載しています。

教員数

 54名 35名 44名
専任教員 兼担教員 兼任教員

本研究科修了、金融法学会理事。著書等
に『担保物権法』（共著・日本評論社）、『債
権総論〔第2版〕』（共著・有斐閣アルマ）、
『民法③債権総論・判例30！』（共著・有
斐閣）、「将来債権譲渡の対抗要件の構
造に関する試論」（早稲田法学89巻3号）
などがある。

●民法総合Ⅰ・Ⅱ　●金融担保法　●民法応用演習Ⅰ・Ⅱ
●法曹の仕事を知る

白石 大 教授
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トロント大学客員研究員。著書、研究
業績に『財産権の領分』（日本評論社）、
「憲法学における『公共財』」（『岩波講座
憲法2』）、「公務の民間化と公務員の労
働基本権」（論究ジュリスト1号）、「憲法
で見る表現の不自由展」（法学セミナー
2020年7月号）などがある。

●憲法総合

中島 徹 教授

弁護士（水野泰孝法律事務所）

●行政法総合　●法曹倫理　●臨床法学教育（行政）
●都市と法　●行政紛争特別講義　●行政法応用演習Ⅰ・Ⅱ

水野 泰孝 准教授

東京地方裁判所判事

●刑事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ　●刑事法総合研究
●模擬裁判（刑事）

世森 ユキコ 教授

東京地方裁判所判事

●民事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ
●民事法総合研究　●民事実務演習

横地 大輔 教授

弁護士（大崎・三木法律事務所）
元司法研修所教官
元明治大学法科大学院特任教授

●刑事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ　●刑事弁護実務
●刑事法総合研究　●模擬裁判（刑事）　●臨床法学教育（刑事）

三木 祥史 教授

法務教育研究
センター

本研究科修了
早稲田リーガルコモンズ法律事務所

竹内 大介 助手

本研究科修了
京葉船橋法律事務所

山田 悠 助手
東京大学名誉教授、弁護士（T&K法律
事務所）。著書に『国際契約実務のため
の予防法学：準拠法・裁判管轄・仲裁
条項』（商事法務）、『ポイント国際私法
総論/各論』〔第2版〕（有斐閣）、『国際私
法入門』〔第8版〕（有斐閣）などがある。

●国際関係私法Ⅱ（国際私法）　●国際関係私法Ⅲ（国際民事訴訟法）
●国際民事訴訟法演習　●国際私法演習　●国際ビジネス法務演習　●国際商事仲裁法

道垣内 正人 教授

法務研究科長、国連人権委員会（自由
権規約委員会）委員。ユトレヒト大学
オランダ人権研究所客員教授。著書に
『Reparation for Victims of Armed 

Conflict』（Co-author, Cambridge 
University Press）などがある。

●国際関係法（公法）Ⅰ・Ⅱ　●国際関係公法基礎　●国際人権法　●国際法演習
●トランスナショナル・プログラム　●ビジネス法務特講　●臨床法学教育（外国人）

古谷 修一 教授

著書に『民事訴訟の実像と課題』（共
編・有斐閣）、『新時代の弁護士倫理』
（共著・有斐閣）、『プロボノ活動の原則
と実務―公共奉仕と専門職』（翻訳・
早稲田大学比較法研究所）、『アメリカ
の法曹倫理 事例解説』〔第4版〕（共訳・
彩流社）などがある。

●法曹倫理　●司法制度の基礎理論　●留学準備講座　●ジェンダーと法Ⅰ・Ⅱ
●トランスナショナル・プログラム　●Introduction to Japanese Law　●Civil Dispute Resolution in Japan

石田 京子 教授

著作権法学会理事、文化審議会著作権
分科会委員、元ミュンヘン大学客員研究
員。著書に『著作権法入門』（共著・有斐
閣）、『特許法入門』（共著・有斐閣）、『教育
現場と研究者のための著作権ガイド』
（編著・有斐閣）、『〈ケース研究〉著作物の
類似性判断』（共著・勁草書房）などがある。

●著作権法　●著作権等紛争処理法
●知的財産法演習

上野 達弘 教授

環境法政策学会理事長、中央環境審議会
委員、カリフォルニア大学バークレー校ロー
スクール客員研究員。著書に『環境法』（有
斐閣）、『環境法BASIC』（有斐閣）、『民法改
正と不法行為法』（編著・岩波書店）、『注釈
民法（16）』（編著・有斐閣）、『事件類型別不
法行為法』（共編著・弘文堂）などがある。

●民法Ⅳ
●環境法Ⅰ・Ⅱ

大塚 直 教授

著書に『独占禁止法の理論と展開［2］』
（三省堂）、『独占禁止手続法』（有斐閣）、
『新現代経済法入門』〔第2版〕（法律文
化社）、『コンビニフランチャイズはど
こへ行く』（花伝社）などがある。

●独占禁止法Ⅰ　●経済法演習Ⅰ
●外国独占禁止法Ⅰ・Ⅱ

岡田 外司博 教授

隣接

国際商取引学会会長、法務省官民戦略
会議委員、客員研究員（米ハーバード大
学、英ロンドン大学、豪メルボルン大学、
白リューベンカトリック大学）。著書に
『国際取引法講義』〔第3版〕（中央経済社）、
『ウィーン売買条約の実務解説』〔第2版〕
（中央経済社）などがある。

●国際関係私法Ⅰ（国際取引法）　●国際取引法上級演習
●国際金融法　●Comparative Financial Law　●電子商取引法

久保田 隆 教授

北海道大学名誉教授、元東京都立大学
法学部教授、元立教大学法務研究科教
授。著書に『近代法治国家の行政法学』
（成文堂）、『分権改革と自治体法理』
（敬文堂）、『行政法（LEGAL QUEST）』
〔第5版〕（共著・有斐閣）などがある。

●行政法 ●行政法総合　●臨床法学教育（行政）
●行政法応用演習

人見 剛 教授

デューク大学ロースクール客員教授、
カトリックルーヴァン大学ヨーロッパ
法研究所客員研究員、ペンシルバニア
大学ロースクール客員教授。著書に『国
際ビジネスと法』（共著・日評）、『EU法基
本判例集』（共編著・日評）、『政府規制と
経済法』（共編著・日評）などがある。

●法曹倫理
●外国法基礎（EU法）

須網 隆夫 教授

国際関係

◆専任

基礎法

◆専任

外国法

◆専任

学習院大学法学部教授、東京大学法学
部教授等を経て、2014年より現職。著
書に『憲法講話』（有斐閣）、『戦争と法』
（文藝春秋）、『憲法の階梯』（有斐閣）な
どがある。

●憲法Ⅰ・Ⅱ　●憲法総合
●情報法Ⅰ・Ⅱ　●憲法応用演習

長谷部 恭男 教授

ハーバードロースクール客員研究員、スタン
フォード大学人類学科客員研究員、日本法社
会学会理事。著書に『法の権力とナラティヴ』
（北大路書房）、『紛争過程とADR』（北大路書
房）、『過程としての裁判と法専門家』（北大路
書房）、『民事紛争交渉過程論』（信山社）、『法
社会学の解体と再生』（弘文堂）などがある。

●リーガル・カウンセリング アンド ネゴシエーション 
●裁判外紛争処理　●医療と法

和田 仁孝 教授

実務系

◆専任

東京高等検察庁検事

●刑事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ　●刑事手続法応用演習Ⅰ・Ⅱ
●捜査法

金井 洋明 教授

東京高等検察庁検事
元司法研修所教官

●法曹倫理　●刑事訴訟実務の基礎Ⅰ・Ⅱ　●刑事法総合研究
●模擬裁判（刑事）　●刑事手続法応用演習Ⅰ・Ⅱ　●捜査法

石川 さおり 教授

先端・展開

◆専任

◆兼担
愛敬 浩二 ●早稲田大学法学部教授

江原 勝行 ●早稲田大学法学部教授

金澤 孝 ●早稲田大学法学部教授

下山 憲治 ●早稲田大学法学部教授

◆兼任
川端 康之 ●横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授

関口 智 ●立教大学大学院経済学研究科教授

◆兼担
大木 正俊 ●早稲田大学法学部教授

菊池 馨実 ●早稲田大学法学部教授

黒川 哲志 ●早稲田大学社会科学部教授

鈴木 將文 ●早稲田大学法学部教授

竹内 寿 ●早稲田大学法学部教授

土田 和博 ●早稲田大学法学部教授

松本 泰介 ●早稲田大学スポーツ科学部教授
 ●弁護士（Field-R法律事務所）

弓削 尚子 ●早稲田大学法学部教授

ラーデマッハ  クリストフ　　●早稲田大学法学部教授

◆兼任
駒田 泰土 ●上智大学法学部教授

常森 裕介 ●東京経済大学現代法学部教授

水町 勇一郎 ●東京大学社会科学研究所教授

◆兼担
河野 真理子 ●早稲田大学法学部教授

◆兼任
吾妻 望 ●早稲田大学大学院法務研究科客員教授
 ●弁護士（東京八丁堀法律事務所）

粟田口 太郎 ●弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業）
 ●武蔵野大学大学院法学研究科特任教授

池原 毅和 ●弁護士（東京アドヴォカシー法律事務所）

石村 信雄 ●弁護士（霞ヶ関法律事務所）

市村 直也 ●弁護士（橋元綜合法律事務所）

内海 英博 ●弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所）

大石 剛一郎 ●弁護士（木下・大石法律事務所）

太田 和範 ●弁護士（早稲田大学リーガル・クリニック）

岡田 俊宏 ●弁護士

長田 旬平 ●弁護士（ＴＭＩ総合法律事務所）

小島 秀一 ●弁護士（早稲田大学リーガル・クリニック）
 ●元早稲田大学法務教育研究センター助手

加藤 志麻子 ●弁理士（阿部・井窪・片山法律事務所）

上村 哲史 ●弁護士（森・濱田松本法律事務所）

亀ヶ谷 明久 ●特許庁審判部審判長

黒嵜 隆 ●弁護士（フロンティア法律事務所）

久屋 愛理 ●早稲田大学大学院法務研究科客員教授
 ●東京地方裁判所判事

合田 雄治郎 ●弁護士（合田綜合法律事務所）

児島 幸良 ●早稲田大学大学院法務研究科客員教授
 ●京都大学法科大学院法学研究科フェロー・
  就職支援室顧問
 ●同志社大学大学院司法研究科
  ビジネス法務教育スーパーバイザー
 ●弁護士（児島綜合法律事務所）

古笛 恵子 ●弁護士（コブエ法律事務所）

齋藤 雅弘 ●弁護士（四谷の森法律事務所）

清水 節 ●元知的財産高等裁判所所長
 ●弁護士（柳田国際法律事務所）

髙部 眞規子 ●早稲田大学大学院法学研究科客員教授
 ●弁護士（西村あさひ法律事務所）

伊達 隆彦 ●弁護士（西村あさひ法律事務所）

棚橋 元 ●弁護士（森・濱田松本法律事務所）

趙 誠峰 ●弁護士（Kollectアーツ法律事務所）
辻 貴則 ●警察大学校警察政策研究センター教授

外山 太士 ●弁護士（早稲田大学リーガル・クリニック）

中川 達也 ●弁護士（染井・前田・中川法律事務所）

服部 誠 ●弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）

前田 哲男 ●早稲田大学大学院法務研究科客員教授
 ●弁護士（染井・前田・中川法律事務所）

松本 真輔 ●弁護士（中村・角田・松本法律事務所）

矢上 浄子 ●弁護士（アンダーソン・毛利・
  友常法律事務所外国法共同事業）
役田 平 ●人事院職員福祉局職員福祉課長

矢吹 公敏 ●弁護士（矢吹法律事務所）

山下 貴 ●中央大学大学院法務研究科客員教授
 ●山形大学客員教授
 ●税理士（山下貴税理士事務所）

山下 弘綱 ●米国弁護士（HEA 外国法事務弁護士法人）
山元 俊一 ●税理士（山元俊一税理士事務所）

吉田 秀康 ●弁護士（阿部・吉田・三瓶法律事務所）
 ●元早稲田大学大学院法務研究科教授

渡辺 彰悟 ●早稲田大学大学院法務研究科客員教授
 ●弁護士（いずみ橋法律事務所）

◆兼担
小宮山 賢 ●早稲田大学商学学術院教授

◆兼任
大野 曜吉 ●日本医科大学名誉教授（法医学分野）

◆兼担
大橋 麻也 ●早稲田大学法学部教授

中村 民雄 ●早稲田大学法学部教授

文 元春 ●早稲田大学法学部教授

◆兼任
安部 圭介 ●成蹊大学法学部教授

◆兼担
郭 舜 ●早稲田大学法学部教授

楜澤 能生 ●早稲田大学法学部教授

和仁 かや ●早稲田大学法学部教授

◆兼任
飯田 高 ●東京大学社会科学研究所教授

高橋 洋城 ●駒澤大学法学部教授

宮坂 渉 ●筑波大学人文社会系准教授
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施設・環境

WASEDA LAW SCHOOL

Facility

充実した施設、学修に専念できる環境で
法曹になる夢を後押しします。

専用棟（27号館）で
学修に専念できる環境

キャリア支援室、稲門法曹会や早稲田ロースクール稲門会が連携し、
キャリア形成や就職活動をサポートをしています。

学生のキャリア形成と
就職活動をサポート

キャリア支援

WASEDA LAW SCHOOL

Career Support

　国内私立大学の中でも最大規模の図書館。2019年の
リニューアルに伴い、ラーニング・コモンズを拡充して
います。

中央図書館 18号館

　裁判員裁判にも対応した法廷教室。弁護士や裁判官
の役割に分かれて模擬裁判を行い、法実務について学
びます。

法廷教室 8号館3F

　各種相談や手続を行うことができます。

法務研究科事務所 1F

　全員に割り当てられるロッカー。資料や私物などを
保管しておくことができます。

ロッカー 2～4F

　アカデミック・アドバイザー、チューターとの個別相談
で使用します。空いている時は少人数の勉強会にも利用
できます（※）。

個別相談ブース 3F

　自習室内には、PCとプリンターがセットで10台設置
されています。

PCコーナー 4F

　1～3階に設置されたラウンジ。読書や軽食、また仲間
と談話したり（※）、一緒に勉強したりと自由に使うことが
できる場所です。

ラウンジ 1～3F

　一般的な講義に使われる教室。使用予定のない時間帯
はオンラインシステムを通じて予約すると、自主ゼミ等
に利用できます。

教室 2・3F

※2023年4月、新型コロナウイルス感染症対策のため通常と異なる運用を行っています。

　自習室を完備。各キャレル（個人用閲覧席）にはコンセ
ントを設置し、ノートPCの使用にも便利です。

自習室 4F

27号館（小野梓記念館）
フロア図

●自習室　●PCコーナー
●ロッカーコーナー

●教室　●ラウンジ　●給湯室
●個別相談ブース
●ロッカーコーナー

●教室　●ラウンジ
●ディスカッションコーナー
●ロッカーコーナー

●事務所　●ラウンジ
●オフィスアワールーム
●コピーコーナー　●多目的トイレ

1F

2F

3F

4F

2022年司法試験結果

受験者数

（既修：160名・未修：72名） （既修：80名・未修：24名） （既修：50.0%・未修：33.3%）

232名
合格者数

104名
合格率

44.8%

　当研究科の在学生および修了生の採用を希望する
企業による「合同企業説明会」を開催しています。参加
企業は、毎年20社以上にのぼり、将来のキャリア形成や
今後の就職活動において有益な機会となります。

主なサポート 企業説明会の開催

　当研究科Webページにて求人案内を随時掲載しており、
関心のある就職先を見つけた場合は、直接応募すること
ができます。紹介は、法律事務所から公務員、企業の法務
部まで多岐に渡ります。

主なサポート 求人情報の発信

　当研究科を修了した弁護士が中心となり設立した
早稲田リーガルコモンズ法律事務所では、当研究科出身
の新人法曹を毎年数名受け入れ、法曹としての実務経験
を積ませたうえで、次の活躍の場に送り出します。

主なサポート OB・OG訪問の案内

修了生の主な就職先（本研究科調べ、各期修習終了時点）

●TMI総合法律事務所
●ベリーベスト法律事務所

●早稲田リーガルコモンズ法律事務所

●AZX総合法律事務所
●弁護士法人ALG&Associates
●田辺総合法律事務所

●弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

●丸紅株式会社

●株式会社三菱UFJ銀行　他

主な就職先

第66期 第67期 第68期 第69期 第70期 第71期 第72期

判事任官

検事任官

長島・大野・常松法律事務所

森・濱田松本法律事務所

西村あさひ法律事務所

アンダーソン・毛利・
友常法律事務所

弁護士事務所・民間企業・
官公庁等

合計

8名

6名

4名

2名

3名

0名

111名

134名

8名

9名

5名

2名

3名

0名

133名

160名

3名

6名

1名

2名

2名

2名

132名

148名

6名

3名

4名

0名

4名

0名

103名

120名

5名

3名

2名

2名

3名

1名

57名

73名

4名

5名

1名

2名

0名

1名

76名

89名

7名

1名

3名

4名

0名

1名

79名

95名

第73期

4名

4名

0名

2名

1名

1名

83名

95名

第74期

1名

5名

0名

3名

2名

1名

59名

71名

第75期

7名

4名

3名

4名

0名

0名

84名

102名
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法曹の道を志して進学した在学生が実感する
早稲田での学びと展望について

在学生メッセージ

WASEDA LAW SCHOOL

Current Students
第一線で活躍する先輩たちが語る、
法律家としてのやりがいと早稲田の魅力

修了生メッセージ

WASEDA LAW SCHOOL

Alumni

一流の先生方と手厚い学習支援、
そして優秀な学友に恵まれているのが魅力です。

2022年　早稲田大学法学部 卒業
2022年　早稲田大学大学院法務研究科 入学（在学中）

既修入学者

兵多 俊輝

　私は早稲田大学法学部で法曹コースに進み、引続
き早稲田のトップレベルの先生方から法学を学びた
いと感じたので、本研究科に進学しました。また、本
研究科の多様な学内奨学金を活用することで修学を
継続できています。
　本研究科では、在学中受験に備えた新カリキュラ
ムが導入され、従来よりもハードな内容となっていま
す。しかし、一流の先生方の分かりやすい授業や、ア
カデミック・アドバイザーの方々による手厚い学修
支援を通じて、法理論や事実の法的評価の方法、答案
の書き方等について集中的に深い学習を進めること
ができました。特に、先生方と直接議論することで、判
例を覚えるだけでなく、心の底から「正しい」と感じら

れる見解を追究できたのが刺激的でした。
　普段は、友人と自主ゼミを組んで、期末試験対策
や、司法試験の過去問の検討、法理論に関する議論な
ど、幅広く学修を深めています。優秀な学友に恵まれ、
互いに研鑽を積むことができているのは、私の大き
な財産となっています。
　将来は、裁判官を目指しています。本研究科で培っ
た能力や人的関係は、「裁判官として正義を実現する
こと」という私の夢を叶える上で、必ずや重要な寄与
を果たすものと確信します。

1限

2限

3限

4限

5限

6限

会社法総合Ⅱ

民法総合Ⅰ

刑事訴訟法総合Ⅰ

会社法総合Ⅰ

刑法総合Ⅰ

行政法

月 火 水 木

民事訴訟法総合Ⅰ

民法総合Ⅱ

労働法Ⅰ

金 土

［春学期 時間割］

最高の指導者のもと学べる、
多様性豊かな環境。

未修入学者

2015年　早稲田大学政治経済学部 卒業
2016年　農林水産省 入省
2020年　内閣府 出向
2022年　早稲田大学大学院法務研究科 入学（在学中）

森 義晃

　国家公務員として働く中で、法令担当として、個々
の政策担当者から、政策実現のために省令改正や告
示を制定する際の相談を受けることを日常業務として
行っておりました。法的見地からの資料作成、各担当
者の要望にできる限り答える法的構成の着想、現場
や他省との交渉・調整などを通じて、自分の専門性を
活かして目の前の相手の困りごとを解決する仕事に
魅力を感じ、法科大学院の入学を決意しました。
　審議会担当部局で働いていたこともあり、理屈が
正しいだけでは世の中が変わらないことを実感して
いたので、現実と向き合いながら多大な労力をかけ
て法制審議会で制度設計を担っていらっしゃる先生
方の講義を受けられることが、本研究科に進むに当

たっての特に大きな魅力でした。
　様々な学部から進学してきた同級生、社会人とし
て大きな成功を収めてから進学した年上の同級生、
自分と同様に数年働いてから進学した同級生など、
未修コースならではの多様なバックグラウンド・年
齢の同級生と日々顔を合わせ、切磋琢磨しています。
議論好きの学生が多く、法律に関する議論だけでな
く、社会問題や仕事、趣味の話などを通じて毎日新
しい発見があります。
　公務員として働いていた頃から「世の中のため」
という想いは変わらず、将来は国際業務を中心に取
り扱う弁護士になり、クライアントの問題解決を通
じて、日本や世界に貢献したいと考えています。

子どもの
お見送り 授業開始 自習 子どもの

お迎え等
自習・

リフレッシュ昼食学校到着

同級生と大学周
辺の飲食店で取
ります。

午後の授業の無
い日は、特段の
用事が無い限り
全て自習に充て
ます。この時間
をいかに集中し
効果的に使える
かが勝負です。

保育園へ子どもの
お迎えに行き、その
まま夕食、お風呂、歯
磨きを済ませてから
寝かしつけます。子
どもが途中で寝て
しまわないように、
スピード勝負です。

この間の時間で
気分をリフレッ
シュしたり、択一
の勉強をしたり
しています。

先生方の授業は
大変面白く、十
分な予習をして
臨むことで学習
効果が更に高ま
り、記憶にもよく
残ります。

家が大学から近
くにあるので、自
転車で通学して
おります。

子どもが駄々を
こねると時間ギ
リギリになって
しまうので、朝は
可能な限り手早
く行動よう心が
けています。

［1日のスケジュール］

8：30 8：55 9：00 12：10 13：00 18：15 21：00

1限

2限

3限

4限

5限

刑法Ⅰ 民法Ⅰ

法曹倫理

外国法基礎（英米法）

憲法Ⅰ

民法Ⅱ

月 火 水 木

民法Ⅰ

基礎会社法Ⅰ

金

民法Ⅱ

土

［春学期 時間割］

　現在は、訴訟・紛争を中心にしつつ、企業の日常の法律相談に応じたり、企業の有事対応を
行ったりもしております。分野や場面が異なっていても、困っているクライアントを助けること
ができることが、一番のやりがいです。今後もクライアントに寄り添った仕事をしていき、クラ
イアントから「共に問題解決をしていきたい」と思ってもらえるような弁護士になれればと考え
ております。
　法務研究科では、応用演習の授業が印象に残っています。必修の授業で身につけた知識の使い
方や事例の解決方法について議論を行うことで、自らの見識を深めることができました。本ロー
スクールの強みは、教授や学生の間でざっくばらんな議論を授業内はもちろん、授業外でも行う
ことができる制度と環境にあると思います。結果、良い意味で教授の方々との距離も近くなるこ
とができ、私にとっては自らの見識を深め、法曹としての思考過程を学ぶのに適した場所でした。

ざっくばらんな議論を通じて、
法曹に必要な見識や思考を
身につけることができる場所だと思います。

2018年早稲田大学法学部卒業。2020年早稲田大学
大学院法務研究科修了。2021年司法試験合格/74期
司法修習生。2022年弁護士登録。2022年～森・濱田
松本法律事務所に弁護士として勤務。

藤井 祐輔

弁護士

　私は、現在、警察への補充捜査指揮や被疑者や参考人等の取調べを行っ
て事件を処理し、自分が起訴をした被告人の公判を行うという仕事をし
ています。検察官の業務を行う中で法律的な解釈で悩むことは多々あり
ますが、それでも何とか仕事を進めることができているのは、本研究科で
学んだ経験があるからだと思っています。特に、松原芳博教授の講義はと
ても印象に残っており、松原教授の講義で学んだ刑法の考え方や知識は、
検察としての仕事を行う上で非常に役に立っています。
　司法試験の勉強をする中で多くの辛いことがあると思いますが、本研
究科には真剣に勉強に取り組める環境が整っていますので、目標に向
かって全力で頑張ってください。

法曹として必要なことを
身につけることができる環境が
整っています。

2017年北海道大学卒業。2017年早稲田大学大学院
法務研究科入学。2019年早稲田大学大学院法務研
究科修了。2019年司法試験合格/73期司法修習生。
2020年検察官任官。2021年～福岡地方検察庁。2022
年～さいたま地方検察庁川越支部。

大城 佐和子

検察官

　本研究科在学中は、実務系科目の履修やエクスターンシップ参加など
で実務を意識した勉強を心掛ける一方、生命科学等と法学との学際分野
に興味があったため、「医事法」等の講義も受講しました。多様なカリキュ
ラムの中から、試験勉強だけでなく、自らの見聞を広めることのできる勉
強の機会を得られることは、本研究科に進学する最大のメリットの１つだ
と感じています。
　法曹資格の取得までには、時間をはじめ、様々なコストを要しますが、だ
からこそ、これからの法曹実務家には、そのプロセスを自分らしいもの・
強みにしていくことまで求められると感じています。ぜひ、過程を楽しむ
気持ちも持ちつつ、目標に向けて頑張っていただきたいと思います。

法曹資格取得までのプロセスを
自分の強みにしていくことが
重要だと感じています。

2016年東京大学法学部卒業。2017年早稲田大学大
学院法務研究科入学。2019年早稲田大学大学院法
務研究科修了。2019年司法試験合格/73期司法修習生。
2021年裁判官任官。2021年東京地方裁判所判事補。

土屋 桜子

裁判官

　在学中は、社会人出身者なども含め多様な学生と出会うことができ、良
い刺激になりました。また、有名な教授が多く、少人数授業であるため、積
極的に質問・議論できる環境が整っていることも大きな支えになったと
感じています。司法試験に受かれば、たくさんの選択肢が生まれます。リフ
レッシュも忘れずに、合格に向けて頑張ってください。
　現在は、国内外の文献・判例の調査を通じた刑法の研究や、論文の執筆
に携わっています。先行研究をまとめたうえで、新たな視点を取り入れる
ことはなかなか難しいですが、その中で新しい視点を獲得したときにはや
りがいを感じます。将来的には、理論と実務の架橋を体現するような研究
者となり、法学教育にも力を入れたいと考えています。

実務とは一歩離れた視点から見ることで、
新たな視点を提供することに
魅力を感じます。

2016年早稲田大学法学部卒業。2016年早稲田大学
大学院法務研究科入学。2016年司法試験合格。2018
年早稲田大学大学院法務研究科修了。2018年早稲田
大学法学学術院助手。2021年早稲田大学大学院法
務研究科講師、2023年大阪経済法科大学法学部准
教授。

大関 龍一

研究者

自習 授業開始 夕食 自習 就寝帰宅昼食

基本的に、授業が
終わると直帰し
ます。普段はひと
り授業をするよ
うに自習するの
で、沈黙を要する
自習室では勉強
していません。

夕食は帰宅後に
とることが多い
ですが、ときに
は友人と早稲田
周辺のお店に立
ち寄ることもあ
りました。

基本的に、予習
に全力を尽くし
ました。授業が
「復習」になるく
らいまで予習す
ることを心がけ
ていました。

次の日も朝早く
から自習するた
めに、しっかりと
睡眠をとってい
ました。

先生方の授業は
ソクラテスメ
ソッドで展開さ
れます。まさに
「無知の知」を実
感させられます。
学習を深める貴
重な機会でした。

基本的に、昼食
は家でとってい
ましたが、ときに
は早めに教室に
赴き、友人と食
べることもあり
ました。

昼から授業が
入っていたので、
午前中は、自宅
で授業の予習を
していました。

［1日のスケジュール］

9：00 11：30 13：00 19：00 19：30 20：00 0：00
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特別選抜

早稲田大学大学院法務研究科　2024年度入学者選抜試験要項

開放型（2年短縮課程）　法律科目論述試験および書類審査の結果を総合的に評価し、合格者を決定します。2

出願書類（申述書、大学・大学院各種証明書、能力証明資料、推薦状等）、
特に法曹連携協定に記載された選考対象科目の成績（GPA）をもとに総合的に審査。

書類審査

提出書類にもとづいて個別面接を実施。面接試験

民法、刑法、憲法の3科目について、本学独自の法律科目論述試験を実施。
配点は民法180点、刑法120点、憲法100点の、計400点として審査。

法律科目論述試験
（400点）

出願書類（申述書、大学・大学院各種証明書、能力証明資料、推薦状等）、
特に法曹コースでの成績を重視し、総合的に審査。

書類審査

5年一貫型（2年短縮課程）　書類審査の結果を総合的に評価し、合格者を決定します。1

※学部の法曹コース修了見込みの
　学生が対象です。

※当研究科と法曹連携協定を締結した学部の
　法曹コース修了見込みの学生が対象です。

一般選抜 

法学未修者試験（3年標準課程）　小論文試験および書類審査の結果を総合的に評価し、合格者を決定します。2

民法、刑法、憲法、民事訴訟法、刑事訴訟法、商法の6科目について、本学独自の法律科目論述試験を実施。
配点は民法180点、刑法120点、憲法100点、民事訴訟法80点、刑事訴訟法80点、商法80点とし、計640点として審査。

法律科目論述試験
（640点）

進学調書、申述書、大学・大学院成績、能力証明資料、推薦状の各書類をもとに総合的に評価。書類審査

本学独自の小論文試験を実施。
小論文試験
（100点）

進学調書、申述書、大学・大学院成績、能力証明資料、推薦状の各書類をもとに総合的に評価。書類審査

法学既修者試験（2年短縮課程）　法律科目論述試験および書類審査の結果を総合的に評価し、合格者を決定します。1

〈申請条件〉　以下1、2の基準を両方とも満たし、入試出願時に交換留学生優先枠の利用を申請する志願者
1．「学士（法学）」の学位を取得している者または本学入学までに取得見込の者
2．入試出願時点より2年以内に受験した語学テスト（TOEFL・IELTS）において、TOEFL：iBT85点以上（ITPテスト不可）、またはIELTS：6.5点以上のスコアを有していること。
　●法学未修者試験・法学既修者試験問わずに選抜します。　●本制度により交換留学が決定した学生に対し、留学出発年度の稲門法曹奨学金（秋学期授業料相当額）を給付します。

交換留学生優先枠（LL.M.コース）

※入学後の交換留学生選考にあたっては、最終的にTOEFL iBTテストで100点以上の成績を修める必要があります。また、本研究科における学業成績がすぐれない場合には、交換留学を認めないことがあります。　※法学既修者として入学
し、留学した場合、帰国後は本研究科に復学し所定の単位を修める必要があるため、3年間の在籍を要します。　※入試に合格した時点では、特定の大学への留学が保証されるものではありません。各大学の留学枠の増減や留学生選考の結果
により、希望する大学に留学できない可能性があります。　※「留学」の在留資格により本学に入学する外国人留学生は、本学から更に海外の大学に留学することは認められないため、優先枠の申請はできません。ただし日本の大学で「学士（法

学）」を取得している者、または本学入学までに取得見込みの者はこの限りではありません。

●出願時点で下記の条件を満たし、かつ交換留
　学を行う強い意志を持つ者について、概ね5名
　を優先的に入学後の留学先への派遣を内定す
　る「交換留学生優先枠（LL.M.コース）」を設け
　ます。

● この制度は、本研究科が交換協定を締結して
　いる米国のロースクール、とりわけLL.M.コー
　ス（法学修士コース）に1年間の交換留学を行
　い、出願資格を満たした後に米国の司法試験
　を受験する意志のある者を対象とします。

●本制度により交換留学が決定した学生に対
　し、留学出発年度の稲門法曹奨学金（秋学期
　授業料相当額）を給付します。ただし、入学後
　のGPAが一定の基準を下回る場合はその限り
　ではありません。

早稲田 法務研究科 を検索

入試概要説明動画や修了生メッセージを配信しております。

で
2023年度 入試結果

45人
307人

未修者試験

既修者試験

217人
888人

未修者試験

既修者試験
合格者数志願者数
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様々な世界で活躍できる法律家を
輩出するため、多方面から人材を選抜

2024年度入試概要

WASEDA LAW SCHOOL

Admission Information

入学までの流れ

一般選抜特別選抜

法学未修者試験

2023年10月20日（金）

本研究科　出願

論述試験
小論文

2023年10月1日（日）

論述試験（6科目）
民法・刑法・憲法

民事訴訟法・刑事訴訟法・商法

2023年9月30日（土）、10月1日（日）

合格者発表

2023年10月20日（金）

論述試験（3科目）
民法・刑法・憲法

2023年9月30日（土）

合格者発表

2023年9月22日（金）

面接試験

2023年9月16日（土）

既修入学 未修入学

特別選抜（5年一貫型） 特別選抜（開放型） 法学既修者試験

※下記日程に変更がある場合は、当研究科Webサイトでお知らせします。

合格者発表合格者発表

2023年10月20日（金）

募集人員 ※特別選抜の志願状況により、一般選抜の合格者数は多くなる場合があります。

● 法学既修者試験は、法学既修者として2年短縮課程に入学する者を選抜します。この試
　験の合格者は、1年次配当の法律基本科目を修得したものとみなされ、2年間の在学で
　法科大学院の課程を修了することが可能となります。

● 法学未修者試験は、法学未修者として3年標準課程に入学する者を選抜します。この試
　験において、当研究科の定める「社会人」または「法学部以外の学部出身者」に該当する
　者を、概ね15名を目標に優先して選抜します。

● 法学既修者試験と法学未修者試験に合格した場合には、法学未修者試験の結果にかか
　わらず、法学既修者としてのみ入学を認めます。

● 出願にあたって出身学部は問いません。

一般選抜

● 主に文部科学大臣が認めた連携法曹基礎課程（法曹コース）を2024年度末までに修了
　予定であり、かつ、2024年度末に大学を卒業する予定の方を対象とする制度です。

● 法学既修者として2年短縮課程に入学する者を選抜します。この試験の合格者は、1年
　次配当の法律基本科目を修得したものとみなされ、2年間の在学で法科大学院の課程
　を修了することが可能となります。

● 特別選抜と一般選抜を併願受験し、特別選抜に合格した場合、特別選抜としてのみ
　入学を認めます。

特別選抜

専　攻 課　程 試験形態 入学課程

法務専攻
専門職
学位課程

特別選抜

一般選抜

特別選抜（5年一貫型）
（40名以内）

特別選抜（開放型）
（約40名）

法学既修者 【2年短縮課程】
（160名）

80名以内

法学既修者試験
（約80名）

法学未修者試験
（約40名）

法学未修者 【3年標準課程】
（40名）

2023年8月28日（月）～ 9月4日（月）法学部「法曹コース」出身

2023年7月10日（月）～ 7月21日（金）法学部「法曹コース」出身以外の方

25 WASEDA LAW SCHOOL
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